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○議長 玉城 勇君 これから本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとお

りであります。 

 

開議（午前10時00分） 

 

日程第１．会議録署名議員の指名 

 

○議長 玉城 勇君 日程第１．会議録署名議員の指

名を行います。本日の会議録署名議員は、会議規則第

127条の規定によって４番 石垣大志議員、５番 金城

憲治議員を指名します。 

 休憩します。 

休憩（午前10時00分） 

再開（午前10時00分） 

○議長 玉城 勇君 再開します。 

 

日程第２．一般質問 

 

○議長 玉城 勇君 日程第２．一般質問を行います。

それでは、通告書のとおり順次発言を許します。13番 

大城 毅議員。 

 

〔大城 毅議員 登壇〕 

 

○13番 大城 毅君 おはようございます。議長から

休憩中に言葉がありましたが、私は、若いときはいざ

知らず、人の道を外れたことはないと自負しておりま

す。今後もそのように生きていきたいと思います。そ

れでは一般質問を申し上げます。 

 コロナは今、この第５波と言われたものは収束に向

かいつつあるとように見えますけれども、議長からも

ありましたように、気を緩めたらまた何が起こるか分

からないということもあろうと思いますし、波は後に

行くほど高くなるというのがこれまでの経過ですので、

この期間中にむしろやるべきことを全てやっておくと、

医療体制を強化するとか、きつくなってからではでき

ないことを今やるんだということだと思います。これ

から質問に入ります。 

 コロナ禍の中で仕事が減ったり、あるいは仕事を失っ

たり、またお店や会社を閉めたりと、収入が減って生

活に困る人たちが増えていると思います。体調を壊し

て医者にかかろうにも生計困難で行けないという方も

いらっしゃいます。こうした中、無料低額診療事業が

その際に助けになります。そこで（１）無料低額診療

事業の意義は何か。（２）無料低額診療事業の周知徹底

を。 

 また、このコロナ禍の中で改めて生理の貧困という

ことがクローズアップされています。今回の補正予算

でも計上していただいています。その前にも沖縄県宅

建協会女性の会有志の会様からご寄贈もいただき、現

在活用していただいているということであります。感

謝を申し上げます。そこで気兼ねなく受け取れる生理

用品へと言うことで、（１）学校に限らず、全ての公共

施設への配置を要望します。（２）対象者が気兼ねなく

受け取れるよう女子トイレへの配置を求めます。（３）

財源をどうしているのか伺います。コロナ禍に限らず、

生活困難者の中には女性もいらっしゃいます。したがっ

て継続的支援が必要だと思いますがいかがでしょうか。 

 次に就学援助制度にオンライン通信費をということ

で伺います。就学援助制度にオンライン通信費を加え

てはどうかということでございます。お答えを頂きた

いと思います。 

 次に、昨日ですか、自由民主党さんの新しい総裁が

決まったということでございますけれども、その前に、

菅総理大臣が、１年なさったでしょうか。もう退陣、

次の総裁選には立候補しないということを表明され、

首相も続けないということが表明されました。町長に

お伺いします。菅総理大臣の退陣はなぜであると考え

ますか、お伺いいたします。以上、ご答弁をよろしく

お願いいたします。 

○議長 玉城 勇君 町長。 

○町長 赤嶺正之君 おはようございます。大城 毅

議員のご質問にお答えをいたします。まず、質問事項

４につきまして、私のほうから答弁をいたしまして、

残りのご質問に関しましては副町長以下、担当部課長

から答弁をさせていただきます。 

 質問事項４、菅首相退陣はなぜだと考えるかという

ご質問でございますけれども、首相は記者会見で、「新

型コロナウイルス対策と総裁選の選挙活動には莫大な

エネルギーが必要であり、両立ができない。コロナ感

染防止に専念したいと判断し総裁選出馬を断念した。」

とご本人からのコメントがございましたので、そのよ

うな理由だというふうに認識をいたしております。 

○議長 玉城 勇君 副町長。 

○副町長 国吉真章君 それでは質問事項１点目の無

料低額診療の紹介をの（１）についてお答えします。

無料低額診療事業の意義は、生活困窮者が無料、また

は低額な料金で医療を受けることができることで、健

康と生活を守ることにつながることにあると考えます。 

 （２）についてお答えします。ポスターやリーフレッ

トを役場庁舎や社協掲示板への掲示し、各字公民館、
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自治会へ配布して周知をしております。 

 質問事項２点目の気兼ねなく受け取れる生理用品の

（１）についてお答えします。役場庁舎、中央公民館、

ちむぐくる館、児童館等の女子トイレへの配備を予定

しております。 

 （２）についてお答えします。７月と８月に寄贈が

ありました生理用品は小中学校へ配布し、小学校は高

学年女子トイレ、保健室、中学校は全学年の女子トイ

レと保健室へ配備しております。 

 （３）について、財源については町独自の財源を充

てております。 

 （４）についてお答えします。継続した支援となる

よう、今定例会にて生理用品購入費用の補正予算を計

上しております。私からは以上です。 

○議長 玉城 勇君 教育長。 

○教育長 新垣吉紀君 質問事項３点目、就学援助制

度の支援項目にオンライン通信費をという質問にお答

えいたします。就学援助への通信費の追加につきまし

ては、今後調査し検討してまいります。 

○議長 玉城 勇君 13番 大城 毅議員。 

○13番 大城 毅君 どうもご答弁ありがとうござい

ました。それでは一つずつ、再質問をしてまいります。 

 まず無料低額診療事業についてですが、その意義に

ついて副町長から答弁をいただきました。改めて、こ

の制度の概要についてもお尋ねしたいと思います。そ

して南風原町の負担があるのかないのかについても併

せてこの概要説明の中でお願いをしたいと思います。

よろしくお願いします。 

○議長 玉城 勇君 こども課長。 

○こども課長 儀間博嗣君 お答えいたします。制度

の概要については、この無料低額診療事業は低収入で

生活に困っているときに病気になり、あるいは経済的

理由で必要な医療を受けることができないというとき

に、社会福祉法に基づいて一定の期間、医療費の自己

負担について無料、または低額な料金で医療を受けら

れるようになる制度でございます。南風原町の財政的

な負担はございません。以上です。 

○議長 玉城 勇君 13番 大城 毅議員。 

○13番 大城 毅君 ありがとうございました。この

ように、南風原町は金銭的な負担はないということで

の制度でございまして、さっき答弁してもらったよう

な意義があるということでございます。けれども、こ

のような事業ですけれども、周知が十分ではないとい

う現状がございます。最初の答弁で、各字公民館など

にも対応していただいているということで大変感謝申

し上げます。それから役場内ではどのようなところに

配布をしてあるかお伺いします。 

○議長 玉城 勇君 こども課長。 

○こども課長 儀間博嗣君 役場内においては、担当

でありますこども課、あるいは国保課のほうで同事業

のパンフなどを準備して、それを手に取れるようにし

ております。また社会福祉協議会のほうにおいても、

その案内ができるように体制を整えております。 

○議長 玉城 勇君 13番 大城 毅議員。 

○13番 大城 毅君 一緒に聞けばよかったんですが、

パンフレットやポスターなどは見えるところに、関係

するところに置いていただいているということですけ

れども、それに加えて、関係する会議があるときにで

も、改めてそういった情報提供、周知のために取り組

んでいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長 玉城 勇君 こども課長。 

○こども課長 儀間博嗣君 お答えいたします。この

ような生活相談に起因する内容というのは各課で周知

しておりますので、改めて庁内の関係各課の会議など

で確認をしていきます。以上です。 

○議長 玉城 勇君 13番 大城 毅議員。 

○13番 大城 毅君 ありがとうございました。教育

委員会にも、急で大変失礼ですけれども、例えば学校

給食費の滞納をしていらっしゃる世帯ですとか、ある

いは就学援助を活用している世帯だとか、そういった

ところにも私は関係し得る事業じゃないかなと思って

いますけれども、今のこども課長の同様の対応をして

いただけますでしょうか。 

○議長 玉城 勇君 学校教育課長。 

○学校教育課長 宮良泰子さん お答えいたします。

無料低額診療事業につきましては、以前に県の教育委

員会のほうからも文書が来ていまして、過去に通知し

たということもございます。今回、またお話を受けま

して、校長会等で事業についてこども課から情報をも

らいまして、私たちのほうでも周知をやっていきたい

というふうに考えております。 

○議長 玉城 勇君 13番 大城 毅議員。 

○13番 大城 毅君 ありがとうございます。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 次に２番目の件ですけれども、これも経済建設常任

委員会のほうに提出していただきました資料を私もい

ただきました。これによりましても設置状況が書いて

ございまして、私からお願いしたような状況に、ほぼ

一緒なんじゃないかと思って大変心強く思っておりま

す。ところで、これは気兼ねなくというのは、私が申

し上げるまでもないと思うんですが、これを受け取る

のをためらうような状況を、可能な限り少なくすると
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いう趣旨での私のお願いでございまして、またそのよ

うに対応していただいているものだと理解しておりま

す。 

 ところで、（３）の財源ですけれども、今回は、今は

寄贈していただいたものを活用していらっしゃると。

今回、補正予算にも計上していると。補正予算はその

次の継続的支援ということの関係でも答弁していただ

きましたが、この財源の検討の中で私は地域女性活躍

交付金というものが国のほうからあって、これの活用

ができる条件があるんじゃないかと思っているんです

が、これについて説明をいただきたいと思います。 

○議長 玉城 勇君 企画財政課長。 

○企画財政課長 与那嶺秀勝君 お答えします。ご質

問の地域女性活躍推進交付金については、制度として

は、地方公共団体が困難や不安を抱える女性や女の子

の相談支援や居場所づくりなどに関する事業を、ＮＰ

Ｏ等の民間団体に委託し、ＮＰＯ等の知見を活用した

支援事業の実施ということになっています。事業内容

としては女性相談、アウトリーチ型の支援、24時間の

電話相談、そういったケース会議の実施、不安を抱え

た女性たちの居場所の提供や女性用品等提供を行うと

いうことの事業内容となっています。以上です。 

○議長 玉城 勇君 13番 大城 毅議員。 

○13番 大城 毅君 今、課長からご紹介ありました

ような内容で、今私が提起している女性の生理用品、

こういったものも活用できるんだけれども、ただし、

役場の直接の取組ではなく、ＮＰＯ事業、ＮＰＯ団体

などに委託をして、それだけではなくてほかの事業と

一緒になってというふうなことが要件になっているよ

うです。ですのですぐにということは当然できずに、

いろいろ調整、その団体などと調整をした上で、あれ

ばできるだろうと私も思っておりますが、是非その辺

は継続的に支援するということも必要だという、先ほ

ど答弁もあったかと思います。是非その活用の仕方を、

どのような団体に協力してもらえるか。またこれから

だと思いますけれども、是非町内の、町民の皆さんの

力も借りながら、継続的な支援につながるように知恵

と力を出し合って、実現していただきたいと思います。

例えばということ自体は私はこの際申し上げませんけ

れども、やはりこの間、南風原町は町民と協働してい

ろんな事業を進めてきています。大変町民からも、ど

う言うんでしょう、町民のためになって喜ばれて評価

されていると。こういった事業を幾つも私はやってい

ると思います。その点では、本当に一番、町民に身近

な行政ですから、いろんな知恵と経験があると思いま

すので、是非知恵を出し合って、これを継続的に進め

ていただきたいと思います。その点について、どなた

かご答弁いただけませんか。 

○議長 玉城 勇君 企画財政課長。 

○企画財政課長 与那嶺秀勝君 お答えいたします。

この推進交付金等の、生理用品等につきましては、今

後この交付金活用等も県や他市町村の状況を見ながら、

調査研究しながら進めていきたいと考えております。

以上です。 

○議長 玉城 勇君 13番 大城 毅議員。 

○13番 大城 毅君 どうぞよろしくお願いいたしま

す。それでは３点目の就学援助制度に新しい費目をと

いうことでお願いをいたしました。ＧＩＧＡスクール

に向けてタブレットの配置などが、環境整備が進んで

います。児童生徒の自宅とのオンライン活用も今後い

ろいろな場面で活用できる環境になっていくんだろう

と思っておりますけれども、そこでオンラインを自宅

でできるという環境が、今どうなっているかというこ

とについてお伺いをいたします。 

○議長 玉城 勇君 学校教育課長。 

○学校教育課長 宮良泰子さん お答えいたします。

今回、休校中に児童生徒用端末を持ち帰って、接続確

認をしております。その中で、学校のほうの調査では

約96％の児童生徒が接続できたというふうに報告がご

ざいました。 

○議長 玉城 勇君 13番 大城 毅議員。 

○13番 大城 毅君 ありがとうございます。つながっ

たということでございますね。この96％というのが生

徒の数ベースなのか、２人、３名といらっしゃるとこ

ろもあるわけですから、世帯のベースなのかというこ

とについてもお答えできますか。 

○議長 玉城 勇君 学校教育課長。 

○学校教育課長 宮良泰子さん 今回の調査は生徒数

でございます。 

○議長 玉城 勇君 13番 大城 毅議員。 

○13番 大城 毅君 96％は生徒の数でということで

すから、何世帯かは重複する、お子さんが２人、３人

といらっしゃるところもあるでしょうから、そこはま

た別になるかもしれないわけですね。可能であればそ

こまで含めて調査ができればと思いますし、それから

残り４％ぐらいについて、どういう状況であるのか。

インターネットにつながらないというふうな理由など

が把握できているかどうか伺います。 

○議長 玉城 勇君 学校教育課長。 

○学校教育課長 宮良泰子さん 残りの４％に関しま

して、今世帯が重複しているのかというのまでは、細

かい調査までは至っておりません。この４％に関して
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は、私たちもどういった世帯なのかというのを調査し

まして、支援が必要なのか。それともご家庭でつなが

ないというふうに決めてつないでいないのかとか、様々

な事情があると思いますので、ここについては私たち

のほうも今後調査研究をしまして、どのような対応を

するかということを検討してまいりたいというふうに

考えております。 

○議長 玉城 勇君 13番 大城 毅議員。 

○13番 大城 毅君 家庭には家庭のルールがあるは

ずですので、それは別として、本当はほかの子と同じ

ようにやりたいんだけれども、うちはできない事情が

あるという希望されているけれどもできないという家

庭などがあれば、もちろん調査の上でですけれども、

それが仮に経済的な事情によるものとかであれば、そ

の世帯が就学援助制度というんでしょうね、適用範囲

なのかどうかということも含めて、是非検討していた

だいて、それに関わる方があるということであれば、

私はその通信費を項目に入れる必要があるのではない

かということでの質問です。それについては今後検討

すると、最初に答弁をいただいていますが、そういう

趣旨だと理解してよろしいでしょうか。 

○議長 玉城 勇君 学校教育課長。 

○学校教育課長 宮良泰子さん お答えいたします。

今後のこの４％の調査に関しましては、就学援助の通

信費の追加も含めまして、今後、調査検討してまいり

ます。 

○議長 玉城 勇君 13番 大城 毅議員。 

○13番 大城 毅君 ありがとうございます。是非そ

ういった形の調査をして、検討をお願いしたいと思い

ます。 

 それから、議長から最初に釘を刺されましたけれど

も、質問通告はしていないんですけれども、令和２年

度から入学準備金というこの就学援助制度に関してで

すね、入学準備金というのを増額するということのた

めに、これまで支給されていた生徒会費、ＰＴＡ会費、

クラブ活動費、校納金、これらがなしになっています。

私のこの点はあまり印象に残っていませんでした。改

めて確認しましたが、とりわけ私はこれは復活が必要

ではないかなと考えています。とりわけクラブ活動費

は最後の年度、令和元年度、中学生1,359人中235人が

このクラブ活動費を活用しています。17％です。２年

たって今年度は中学生が増えて1,465人です。同じパー

セントでクラブ活動に参加希望があるとすれば253人と

考えられます。この生徒たちが支援がない中で希望を

断たれている可能性があることになるんじゃないでしょ

うか。教育委員会には現在就学援助を受けている子供

たちのクラブ活動の参加率を調べて報告してほしいの

ですが、今ということではなくて、いかがでしょうか。

保護者の経済的事情で、他の子と比べて、子供の個性

を伸ばす意味からも、ほかの子が部活を選び活躍する

中で、選択肢を狭めるものになってしまっているので

はないかと思っています。是非復活をしてほしいと思

います。通告外ですから、答弁の義務はないと思いま

すが、もし答弁いただけるのであればお願いをしたい

と思います。 

○議長 玉城 勇君 答弁なくてもいいんですけれど

も、よろしいですか。毅議員、よろしいですか。13番 

大城 毅議員。 

○13番 大城 毅君 また、後の機会にお話し合いが

できればいいなと思っておりますが、ただ、答弁しか

けているものを議会議員のほうからわざわざ制止をし

て、それをやめさせるというのは、私は議会議員の立

場としてどうなんだろうというふうに思っています。 

 次に首相退陣を巡ってですけれども、本人は莫大な

エネルギーがいるので両立はできないということです

けれども、私はそうは思わずですね、ちょっと長い質

問になりますが、そもそも菅前総理大臣は安倍政治を

引き継ぐということで総理になった方です。つまり安

倍さんと菅さんはほぼ、官房長官をずっと続けてきた

方でありますし、それに引き継いできた方です。私は

それが、国民との関係で行き詰まってしまったという

ことが実際だろうと思っています。例えば安保法制や

秘密保護法などの憲法に反するような政治、コロナ禍

の中でもＧｏＴｏ事業を推し進めて、全国に拡大した

り、火曜日の好春議員も訴えたように、学校の運動会

や遠足などの行事ができない中で五輪の開催など、科

学を無視した後手後手のコロナ対策、とりわけ病院に

入院できずに自宅療養の中、看取りもなく亡くなった

方や、自宅で出産を強いられた赤ちゃんが亡くなる事

件もありました。自然災害ではなく人災だという声も

あります。何度も緊急事態宣言を出しながら、とうと

う第５波を招きました。今ようやく波が収まりつつあ

る中、医療体制の強化などが求められています。貧困

と格差もますます拡大しました。原発の推進、食料自

給率の低下など、農業政策や派遣など、不安定雇用拡

大などのエネルギーや経済政策、世界でも最低水準の

ジェンダー政策、森友や加計問題、さくらの会などの

政治の私物化と隠蔽、偽造の姿勢、河井夫妻選挙買収

事件への姿勢、国会召集からの逃亡もしかりです。記

者会見でもまともに答えない、説明しない政治、これ

らがやはり国民との間で大きな落ち度となり行き詰まっ

たものだと思いますが、町長いかがですか。 
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○議長 玉城 勇君 町長。 

○町長 赤嶺正之君 ただいまの毅議員のご質問にお

答えをいたします。先ほど答弁いたしましたけれども、

我々が、私が直接認識できますことは、先ほどの記者

会見のコメントしかございませんので、そのように答

弁をいたしましたけれども、この首相退陣に関しまし

ては、国民皆さんそれぞれ受け止め方はあると確かに

思います。一国の内閣総理大臣でございますので、や

はり私たちには計り知れないほどの心労などがあって

ですね、それも一つの要因かなというふうに考えます

けれども、必ずしもまたそうではないかもしれません

し、私はそういったふうに受け止めたというようなこ

とでご理解をお願いしたいと思います。 

○議長 玉城 勇君 13番 大城 毅議員。 

○13番 大城 毅君 ありがとうございます。ところ

で、昨日自由民主党の新総裁が決まったようでありま

す。新総裁の岸田氏にしても、安倍政権の沖縄担当大

臣や防衛大臣として、沖縄県民に辺野古新基地建設を

押しつけてきた人物であり、安倍政権を支えた人物で

す。県民投票で７割が反対した辺野古新基地建設を強

行したその反省もなく推進するということです。新し

いという自民党総裁に何を期待せよと言うんでしょう

か。 

 ところで火曜日の一般質問の中で、道路整備の予算

配分の要望額が３割程度になっているということにつ

いて、議員のほうから辺野古埋立て基地建設問題を念

頭に置いたと思われる県が裁判闘争をやるからだとい

う主張がございました。２期目に挑戦される町長は、

このような認識についてどのように考えられますか。

ご見解をお伺いします。 

○議長 玉城 勇君 町長。 

○町長 赤嶺正之君 お答えいたします。ただいまの

ご質問でございますけれども、それは議員何名かの方々

がそういったふうな発言をしたと……。 

○議長 玉城 勇君 町長ちょっと待ってください。

休憩します。 

休憩（午前10時32分） 

再開（午前10時32分） 

○議長 玉城 勇君 再開します。お願いします。 

○町長 赤嶺正之君 この議場でそういった発言が

あったというようなことでありまして、毅議員おっしゃ

るような、そういった趣旨のことは何ら証明はされて

いるわけではございませんので、必ずしもそうではな

いというふうな考え方でございます。ただ、現実が、

ここ３年、４年ぐらい、実際この補助額が下がってき

ているというのは事実でございますので、それはまた

それもそうなのかなという思いはなきにしもあらずで

ございます。現実的にそうなっているということを私

は認識しております。以上です。 

○議長 玉城 勇君 13番 大城 毅議員。 

○13番 大城 毅君 私は、基地の行政と安全保障行

政というんでしょうか。それと道路建設などの行政を

リンクさせて予算配分を削るとすれば、それこそ政治

や行政のゆがみ、もっと言えば、税金の私物化だとい

うふうに私は思いますが、もしそれが事実であるとす

れば町長どう思われますか。 

○議長 玉城 勇君 町長。 

○町長 赤嶺正之君 ただいまのご質問にお答えをい

たします。ただいまの発言と申しますか、議員の発言

に関しましては、これは毅議員の思いでございますの

で、それはそれで私としてはそれはよろしいのかなと

いうふうに思っております。町といたしましては、町

の今後の町政運営と言いますか、それに関しまして町

政のさらなる活性化、町の発展につながるような考え

方で今後も進めてまいりたいというふうに考えており

ます。 

○議長 玉城 勇君 休憩します。 

休憩（午前10時35分） 

再開（午前10時35分） 

○議長 玉城 勇君 再開します。13番 大城 毅議

員。 

○13番 大城 毅君 今回、町長は２期目に挑戦する

ということで表明されました。一方の菅さんは退陣を

表明されたわけですけれども、先ほどあったような国

の政策にそぐわないから、そこの事業を削るというこ

とがあるとすれば、それは町長も長い間行政で働いて

きた先輩です。そういうものが許されるのかどうかと

いうことを聞いています。町長、いかがですか。 

○議長 玉城 勇君 町長。 

○町長 赤嶺正之君 ただいまのご質問にお答えをい

たします。毅議員のご質問の趣旨があるとすればとい

うふうなことでございますので、なかなかそれに関し

ましてどうだというふうな答弁は今はできない状況で

ございますので、ご理解をお願いしたします。 

○議長 玉城 勇君 13番 大城 毅議員。 

○13番 大城 毅君 政治と行政、税金の使い方につ

いて、これから改めて町長になろうということで決意

表明された方が、そのことについて自分なりの考えを

述べられないというのは大変残念だということを表明

しまして、質問を終わります。 

○議長 玉城 勇君 お疲れさまでした。休憩します。

消毒しますので、10分間休憩します。 
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休憩（午前10時37分） 

再開（午前10時47分） 

○議長 玉城 勇君 再開します。 

 通告書のとおり順次発言を許します。６番 大城勇

太議員。 

 

〔大城勇太議員 登壇〕 

 

○６番 大城勇太君 皆様おはようございます。そし

てこんにちは。一般質問最終日、２番目の一般質問を

行います。まず初めに、明日で緊急事態宣言が解除さ

れる中、まだまだ沖縄は10万人当たりの陽性者が全国

的にも高い水準であり、医療現場におかれましても逼

迫した状況が続き、まだまだ予断を許せない状況であ

ります。来月、明日から５月23日以来、約４か月ぶり

に緊急事態宣言が解除され、県独自の措置によって飲

食店では時短要請で、酒類が提供緩和されることにな

りました。その件も踏まえて今回の一般質問をさせて

いただきますのでどうぞよろしくお願いします。それ

では一問一答でお願いします。 

 大問１、本町におけるインフラ整備、安全対策につ

いて。（１）津嘉山公園の進捗状況を伺います。（２）

県道128号線・旧大城制服店向かいの歩道は人一人歩け

るか程度の歩道であります。安全対策として、ガード

レールやガードパイプ等で安全対策ができないか。（３）

バイパス507号線のバスの運行の検討はないか。よろし

くお願いします。 

○議長 玉城 勇君 副町長。 

○副町長 国吉真章君 質問事項１点目の本町におけ

るインフラ整備、安全対策についての（１）について

お答えします。令和３年度末における事業費ベースで

は、進捗率が57.7％になる予定であります。 

 （２）についてお答えします。安全対策が必要であ

ると認識しておりますので、道路管理者である沖縄県

南部土木事務所へ要請をしてまいります。 

 （３）についてお答えします。国道507号バイパスの

バス運行については、令和２年、昨年の６月にバス会

社へ要請しております。以上です。 

○議長 玉城 勇君 ６番 大城勇太議員。 

○６番 大城勇太君 ご答弁ありがとうございます。

今、津嘉山公園の進捗状況は57.7％％でありますが、

現在の進行状況が分かりましたらお願いします。 

○議長 玉城 勇君 都市整備課長。 

○都市整備課長 宮城良武君 大城勇太議員の再質問

にお答えします。今現在の進捗状況ということで、津

嘉山公園においては区画整理区域内にある津嘉山公園

ということで、地域からも目が行くところ、地域の皆

さんからもよく要望が来るところでして、現在の状況

としましては、今現在、管理棟の工事を発注しまして、

現在、基礎までの工事を終わりまして、立ち上がりの

コンクリート打設の準備をしております。それからま

た、本年度にその周りの芝整備を行いまして、先ほど

の事業費ベースで57.7％となっていますけれども、本

年度で一部供用する予定で今進めております。以上で

す。 

○議長 玉城 勇君 ６番 大城勇太議員。 

○６番 大城勇太君 今、見える状況で型枠で基礎な

ど立ち上がりをやっている予定ということですので、

今年度で芝を整備すれば、来年度からは地域住民への

供用が開始できるのかお伺いします。 

○議長 玉城 勇君 都市整備課長。 

○都市整備課長 宮城良武君 今、本年度末、３月末

には供用開始ということを言いましたけれども、一部

の供用開始となります。手前側の今建築しています管

理棟とトイレを整備しまして、もちろん電気、水道、

供用できるような形で、また次期工事を来月末とか、

建築の状況を見ながら芝の整備の工事を発注する予定

です。そして供用開始については駐車場とトイレ、管

理棟の整備はするんですけれども、管理人を置くわけ

ではなく、芝を整備して、区画整理区域内の近くには

保育所が２か所ほどありまして、園児を、散策とかで

すね、散歩ができるような体制を早めに取りたいとい

うことで、一部供用を優先しています。以上です。 

○議長 玉城 勇君 ６番 大城勇太議員。 

○６番 大城勇太君 一部供用開始ということで、芝

だけなのか、またウオーキングロード等も結構できて

いるかなというふうに思うんですけど、ウオーキング

ロードは供用しないんですか。 

○議長 玉城 勇君 都市整備課長。 

○都市整備課長 宮城良武君 ウオーキングロード等

に関しましては、構造物はできております。ただ、中

の舗装とか、まだできていないものですから、管理棟

付近の、駐車場から管理棟へ行くトイレを利用させな

がら、一部の芝を供用開始で遊歩道とかの供用はまだ

考えておりません。以上です。 

○議長 玉城 勇君 ６番 大城勇太議員。 

○６番 大城勇太君 今回この質問をした理由なんで

すけれども、前回も一般質問でこの質問を取り上げま

したが、住民から草が生えすぎて何をやっているんだ

とか、そういったものも含めてですね。あと小中学生

がこの付近で悪さをしているという話をお聞きしまし

たので、草で案外仲間で見えなかったり、そういった
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こともあるので、その中で何がされているのか分から

ないので、やはり草が繁茂しているところ。たまに自

転車でボランティアの方が草刈りをしているとお聞き

しましたが、この草刈りだけでもできるのか。業者に

お願いしたら幾らになるのか、ちょっとお聞きしたい

と思います。 

○議長 玉城 勇君 都市整備課長。 

○都市整備課長 宮城良武君 議員おっしゃるように、

先ほども言いましたとおり、津嘉山公園は区画整理区

域内から、地域の方から目につくところにありまして、

確かに今、繁茂している状態です。今年度、供用開始

する部分の管理棟と一部芝広場に関しての、その周り

近辺を草処理の処分計上ということで今計上はしてい

ます。その中で、奥側に関してはどうしても供用がで

きていない状態なものですから、供用開始すれば維持

管理の中に入れて、その付近を維持管理の草刈り班で

できるというのはできますけれども、奥側に関しては

次年度の工事、どんどん後ろ側に進む予定にしていま

す。その中において、草木の処理を計上をしながら、

どうしても人力でその範囲をやるというのは難しいと

ころがあるものですから、工事をやりながら、処分し

ながらどんどん供用範囲を広めていくという考えでい

ます。以上です。 

○議長 玉城 勇君 ６番 大城勇太議員。 

○６番 大城勇太君 ご答弁ありがとうございます。

公園も維持管理が今後は必要になってくると思います

けれども、字のほうから老人会だったり、シルバーさ

んだったり、そういった雇用につなげられるような管

理をお願いするという検討も、字に対して管理するよ

うな検討もありますか。 

○議長 玉城 勇君 都市整備課長。 

○都市整備課長 宮城良武君 勇太議員の質問に対し

て、今現在においては、どうしても見る範囲では繁茂

している草の範囲がどうしても大きいものですから、

地域の、これはボランティアになると思うんですよ。

ただ、こういう日中の暑い中での作業になりますので、

地域へのお願いもしにくいところがあります。今、確

かに先ほど言われていましたボランティアの方が定期

的に刈ったりもしていますけれども、その辺は役場の

ほうと調整しながら、けがのないような感じでという

ことで、こちらとしては極力予算を出しているわけで

はないものですから、ただ、ボランティアの活動をし

たいという要望はあります。ただ、今言われているよ

うに、地域の老人クラブとかそういう方にお願いとい

うのはなかなか健康面とか、そういうものも加味しな

いといけないものですから、今のところは考えており

ません。ただ、先ほど言いましたように、次年度の工

事とか、また次に行く工事において、草木をどんどん

除去しながら、供用に向けてやっていきたいという考

えであります。以上です。 

○議長 玉城 勇君 ６番 大城勇太議員。 

○６番 大城勇太君 ありがとうございます。老人会

やシルバーさんに委託しても、結局はお金とかそういっ

た面に関わると思いますが、では逆に、維持管理をヤ

ギにお願いするという検討もありますか。 

○議長 玉城 勇君 都市整備課長。 

○都市整備課長 宮城良武君 先ほども言いましたけ

れども、範囲が、皆さんも地域の方はよくご存じと思

うんですけれども、奥まで多分２ヘクタールぐらいあ

ると思うんですよ。その中で遊歩道の整備は構造物は

全部終わっています。その中においては、ヤギとかの

対応では難しいのかなという考えでいます。以上です。 

○議長 玉城 勇君 ６番 大城勇太議員。 

○６番 大城勇太君 沖縄市の水道局が草管理が大変

ということで、年間十数万円かかるのを、ヤギ２匹飼っ

て草刈りをさせていると新聞報道でもありました。や

はりこれだけ繁茂していたら、地域の住民の方々にや

るよりは、ヤギを飼って、それでもう草を生やさない

というほうが、見方的にも、ＳＤＧｓにもきれいなの

かなというふうに思いますけれども、自分も最近から

ヤギを飼い始めているんですけれども、ヤギをロープ

につないでいる箇所には一つも草がないんですね。善

之議員も分かると思うんですけれども、ヤギは草を食

べる、一番サシグサが公園も結構多いと思うんですけ

れども、そういったものも放しながら、少しでも維持

管理費を下げる。今見ているように、見た目も悪いの

でそういった面も大事かなと思いますが、改めてヤギ

も活用してもいいと思いますが、検討してみては。も

う一度答弁お願いします。 

○議長 玉城 勇君 都市整備課長。 

○都市整備課長 宮城良武君 町としても今の現状は、

繁茂しているというのは懸念があります。勇太議員が

おっしゃるような感じで、地域の、今でもボランティ

アの方が役場と相談しながら、定期的ではないんです

けれども、本人が是非やりたいということでの調整で

やっています。その辺でヤギを導入してというのは、

地権者と相談しながらまた検討したいと思います。以

上です。 

○議長 玉城 勇君 ６番 大城勇太議員。 

○６番 大城勇太君 ありがとうございます。是非検

討のほうをよろしくお願いします。 

 それでは（２）県道128号線ですね。この県道128号
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線の大城商店向かいの歩道なんですけれども、歩道の

幅員の基準というのはありますでしょうか。 

○議長 玉城 勇君 まちづくり振興課長。 

○まちづくり振興課長 仲里 明君 基準書において

は２メートルを確保しなさいとかというふうなものは

ありますけれども、今おっしゃっているように現状、

かなり幅員が狭いということであります。基準書には

そういった基準はありますということです。 

○議長 玉城 勇君 ６番 大城勇太議員。 

○６番 大城勇太君 この基準も２メートル、大きい

ところでは3.5メートルとか、そういった様々な基準が

あるかとは思うんですけれども、これは実は、この質

問、みゆき議員から相談があったそうで、ちょっと調

べてみると、この歩道ですね、１メートルもないんで

すね、歩道が。車椅子に対しても通るために必要な広

さは１メートル以上、車椅子と人がすれ違うために必

要な幅員は120センチ以上とありました。ですが、質問

した歩道、電柱もあるところもあって、そこは60セン

チしかないんですよ。60センチと言ったら、はっきり

言って車椅子が到底通れる場所ではない。これは内地

のほうだと、歩道の高さはなくしてバリアフリーにし

て、車椅子も通れるようにしているというところもあ

りました。やはりここにガードレールやガードパイプ

を設置した場合は10センチから15センチ以上狭くなる

ので、道路管理者である県、南部土木へ要請しても、

結局また車椅子も通れない。最近では、高齢者のシニ

アカーも大分増えてきました。そういった中で、シニ

アカーも道路交通法では身体障害者の車椅子で歩行者

として扱われるそうなので、原則歩道を歩かないとい

けないらしいんですね。そうなると、ここはもうシニ

アカーも通れない。今後はバリアフリー化や幅員の変

更も含めて、ガードレールやガードパイプ等も検討す

る必要があると思いますが、見解を伺います。 

○議長 玉城 勇君 まちづくり振興課長。 

○まちづくり振興課長 仲里 明君 お答えいたしま

す。現道は県道でございます。町のほうからは、要請

に応じたことに関しては協議してまいりますが、その

他の形状の変更とかそういったものについては沖縄県

で管理、南部土木事務所のほうが管理しておりますの

で、その件を受けまして協議はしてまいりたいという

ふうに思います。 

○議長 玉城 勇君 ６番 大城勇太議員。 

○６番 大城勇太君 車椅子も通れない、シニアカー

も通れない。歩道と車道の間があまりにも近すぎる状

況にあるので、ここは小学生の通学路にもなるという

ことで、やはり危ないんじゃないかということでみゆ

き議員のほうにも相談があったそうなので、これは事

故があってからではなくて、それなりに対策等を考え

て行けたらと思いますので、ご検討のほうをよろしく

お願いします。 

 では、（３）を再質問したいと思います。ここは以前

にも好春議員も質問したのかな。いろんな声もあった

と思いますが、津嘉山だけでなく、バスに関して、南

風原町のほかの地域からも含めて、不便だなという声

はありましたでしょうか。 

○議長 玉城 勇君 総務課長。 

○総務課長 新垣圭一君 お答えします。現在、そう

いった路線の要望が出ているものに関してはこの１件

でございます。 

○議長 玉城 勇君 ６番 大城勇太議員。 

○６番 大城勇太君 ここはバイパス507号線になる

んですけれども、津嘉山のはま寿司のところも507号線、

そちらの運行状況は去年と比べてどうなっていますか。 

○議長 玉城 勇君 総務課長。 

○総務課長 新垣圭一君 お答えします。去年ですね、

51番の百名線と53番の志喜屋線が２本通っておりまし

たが、こちらが統合されております。各路線１日当た

り17本通っていたので、それで２路線ですので34本走っ

ていたんですけれども、これが統合されまして、現在

では１日13本という形で便数が減っているという状況

になっております。 

○議長 玉城 勇君 ６番 大城勇太議員。 

○６番 大城勇太君 今、津嘉山は人口が急激に伸び

ているんですね。若者の町としても、子供たちも含め

て高校生も多くなっていると思うんですけれども、や

はりこのバスを利用するに当たって、バスが減った理

由は、バスを利用する人がいなくなったから減ったと

いう理由でよろしいですか。 

○議長 玉城 勇君 総務課長。 

○総務課長 新垣圭一君 お答えします。こちらに関

しては、バス会社のほうでの乗客の調査もしているか

と思います。ただ、この２本の、今まで通っていたバ

スに関しましては、補助路線、国庫補助、県補助を受

けて運行しておりました。そういったものも全て勘案

して、赤字解消も含めた中での統合であったり、本数

を減らすということでの取組だと認識しております。 

○議長 玉城 勇君 ６番 大城勇太議員。 

○６番 大城勇太君 ありがとうございます。今、津

嘉山であれば７班あたりが一番若年層が多いのかなと

思いますが、実際にユニオンからどのバス停がいいの

かというふうに歩いてみました。ユニオンから南風原

高校前、ユニオンから津嘉山十字路まで、直線距離で
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はほとんど一緒なんですね。津嘉山のクロネコヤマト

のところのファミリーマートからニトリのバス停、そ

してファミリーマートから川下原のバス停、ニトリの

ほうが近いんですね。となると、やっぱりこの地域に

住む方は、津嘉山の507号線に行くのではなくて、329

号まで歩いていったほうが本数も多いし、利便性もあ

る。やはりそのことも踏まえて、今後この507号線のバ

イパスの需要も含めて運行の実験も必要なのかなと思

いますが、それの要請はお願いできないでしょうか。 

○議長 玉城 勇君 総務課長。 

○総務課長 新垣圭一君 お答えいたします。現在、

そちらのほうの507号を通るような要請をしております

ので、今後、そういった調査とかも、実際可能なのか

というのはバス会社のほうと調整、確認させていただ

きたいと思います。 

○議長 玉城 勇君 ６番 大城勇太議員。 

○６番 大城勇太君 今回、津嘉山のバスの話をしま

したが、その他の地域でもバス停までが遠くてなかな

かバスも利用できないため、免許の返納ができないと

高齢者の話を聞いたんですね。この地域にはバスが通

せないので、以前から各議員から質問があるコミュニ

ティーバスの検討、津嘉山であれば通れば必要ないか

と思いますが、その他の必要な地域、今日は南城市の

議員も傍聴に来ていますけれども、なんじぃバスは山

岳部だったり、そういったバスが使えない、通れない

ような場所でのコミュニティーバスが必要になってく

ると思うんですが、このコミュニティーバスは現在、

検討などは進んでいますか。 

○議長 玉城 勇君 まちづくり振興課長。 

○まちづくり振興課長 仲里 明君 お答えいたしま

す。今議員がおっしゃっているコミュニティーバスの

件ですけれども、今、都市計画マスタープランにおい

ても必要性、これは地域からの声として、平常とはリ

ンクしませんが、買い物が不便とか、あとは通学に不

便を来しているので、こういったコミュニティーバス

が必要じゃないかという課題もあります。それを受け

て、今年度、令和３年度、４年度にかけて交通計画の

策定も予定されております。これを含めた検討はして

いかないといけないかなと思っております。以上です。 

○議長 玉城 勇君 ６番 大城勇太議員。 

○６番 大城勇太君 ありがとうございます。507号

線のバイパスは、コミュニティーバスも含めて地域に

合った住みよいまちづくりを目指していけたらと思い

ますので、今後とも検討のほうを引き続きよろしくお

願いします。 

 それでは大問２番に行きたいと思います。これまで

行った一般質問について、（１）かぼちゃの日の制定を

要望しましたが、状況を伺います。（２）高津嘉山の飛

び安里の石碑が倒れている状況について、現状を伺い

ます。（３）議長ちょっとここで休憩お願いします。 

○議長 玉城 勇君 休憩します。 

休憩（午前11時11分） 

再開（午前11時11分） 

○議長 玉城 勇君 再開します。 

○６番 大城勇太君 （３）長寿の町づくりについて、

温泉を掘る計画を提案しました。健康増進のため、今

後温泉採掘の計画はないか。よろしくお願いします。 

○議長 玉城 勇君 副町長。 

○副町長 国吉真章君 では、質問事項２点目の、こ

れまで行った一般質問についての（１）についてお答

えします。かぼちゃで検討するのか、あるいは他の品

目で検討するのか、各関係機関と協議の調整をしてい

るところであります。 

 （３）についてお答えします。本町では、温泉採掘

の計画はありません。以上です。 

○議長 玉城 勇君 教育長。 

○教育長 新垣吉紀君 質問事項２の（２）について

お答えします。字津嘉山で倒れた石碑改修費用の見積

依頼したところ、高額な経費が必要であることから関

係機関などの補助金等を活用した改修を検討している

とのことでございます。 

○議長 玉城 勇君 ６番 大城勇太議員。 

○６番 大城勇太君 ありがとうございます。カボチャ

の時期はもう終わりましたけれども、南風原町はカボ

チャのまちとして知られている町ですので、是非かぼ

ちゃの日の制定だけではなくて、カボチャの町おこし

の一貫として、ふるさと博覧会等でカボチャのイベン

トとして、チーチーカーカーしながら、高齢者禁止の

カボチャの早食い競争とか、巨大カボチャの投げ大会、

観賞用カボチャでランタンづくり、町内飲食店による

カボチャを使った飲食販売など、様々なイベントがで

きるかと思っています。やはりかぼちゃの日をどうし

ても、僕はカボチャが大好きなので是非制定してほし

いと思いますが、かぼちゃの日の制定も含めて、祭り

も含めて、どうにか検討できないでしょうか。 

○議長 玉城 勇君 産業振興課長。 

○産業振興課長 松本仁志君 かぼちゃの日もそうな

んですけれども、何かの日を制定するに当たって、関

係者の思いが一つでないとなかなか制定する目的や意

義が達成できないと考えております。今後、作り手の

方、農家さんですね、そしてそれに携わる農協さんの

考えが制定の方向に向かっているようであれば、検討

T0834
テキストボックス





－ 171 － 

を進めていく必要があると考えております。 

○議長 玉城 勇君 ６番 大城勇太議員。 

○６番 大城勇太君 ありがとうございます。以前、

自分がこのかぼちゃの日の制定をということで一般質

問に取り上げたものが広報に載ったときに、朝早くか

らカボチャ農家の方から連絡があって、「カボチャの「カ」

も知らないくせに、まずはお前手伝いしに来い」と言っ

て、カボチャを、重たい荷物を持たされたという現状

もあります。やはりそういった中でもカボチャ農家も

一生懸命頑張っているわけですから、もっと普及も含

めて、幅広い年代にも知っていただけるために、今後、

農家やＪＡさんとの協議があるかとは思いますけれど

も、カボチャで制定するのか、あるいはほかの品目で

検討するのかだけではなくて、かぼちゃの日もつくる、

スターフルーツの日もつくる、そういったものの考え

方でいいと思いますので、是非今後も検討していただ

けたらと思っていますので、よろしくお願いします。 

 （２）高津嘉山の飛び安里の石碑なんですけれども、

やはり島袋課長も上って分かるように、あそこはなか

なか難しい、場所も場所ですから、修復にもなかなか

高額な費用がかかる。何十万円以上にかかるという話

ですので、これは字だけでは修復できないのかなと思っ

ております。毎回、自分は字の清掃で高津嘉山に上る

んですけれども、段々石碑が落ちてきているんですね、

下に。一度は倒れたときにお願いしました。今回は倒

れたんじゃなくて、今度は滑っていっているんですね。

それを修復するのにまた金額がかかってくるのかなと

思いますので、話によると高津嘉山自体の山も動いて

いるというふうにも聞きましたので、それも含めて今

後は、いい補助金メニューがあればそれを活用して、

何が最善なのかを一緒に考えていけたらと思いますの

で、よろしくお願いします。 

 （３）温泉発掘の計画はないというふうにありまし

た。金武町のキャンプ・ハンセン、ギンバル跡地です

ね、あそこは一括交付金を使って温泉を掘ったんです

ね。約１億円、これは金武町の議員のほうに確認しま

した。そこにホテルを誘致して、入館税を150円取ると、

町のほうが。そこにホテルに貸して、ホテルを造って、

来年の１月には開業するというふうにありました。や

はり一括交付金を使っているわけですから、本町はな

かなか観光業などもないので、町長の公約にもありま

す体育館もあるわけですから、温泉を掘って、町長公

約の町民体育館もＰＦＩで行って、名古屋グランパス

だけでなく様々なスポーツやイベントを誘致して、そ

こで練習して終わりだけではなくて、泊まって疲れも

癒やす。グラウンドだけを使ってもしょうがないので、

飲食して泊まって、なかなか南風原町では経済効果も

町民からは見られないという話もありますので、温泉

を掘れば黄金森の頂上にホテルを造る。そうすれば、

頂上からは与那原の海も見える。南風原町の日の出ポ

イントにもなるわけですね。町長、何も考える必要は

ないと思います。それも含めて温泉施設も一緒に検討

して、ホテル誘致もするべきだと思いますが、改めて

検討、もしくは町長の公約に入れてみてはいかがでしょ

うか。町長答弁をお願いします。 

○議長 玉城 勇君 町長。 

○町長 赤嶺正之君 勇太議員のご質問にお答えをい

たします。本当にすばらしい、夢のあるご提案でござ

いますけれども、現実的に申し上げまして、約１億円

から２億円程度、発掘のための経費、そういったふう

なことを考えますと、ほかにも課題がある南風原町で

ございますので、そちらのほうにそれだけの経費をか

けるというのはなかなか難しいところがございます。

しかし、今おっしゃったような夢のある話は、今後も

心の中に持ち続けていきたいなというふうに思ってお

ります。黄金森に１億、２億かけて温泉が出ればいい

んですけれども、出なかった場合の責任もありますの

で、そのあたりはまた今後の調査の課題といいますか、

研究の課題にさせていただきたいと思います。以上で

す。 

○議長 玉城 勇君 ６番 大城勇太議員。 

○６番 大城勇太君 南城市のあんな高い山でも１億

1,000万円か2,000万円ぐらいまでしかかからなかっ

たって聞いているんですね、一番上から。だったら南

風原町でも出ると思うんですよ。ほとんどの場所で１

キロぐらい掘れば出るという話は聞いていますので、

結局維持管理費で2,000万円、3,000万円、名古屋グラ

ンパスを呼んで維持管理をする。ホテルは民間が造る。

体育館もＰＦＩでやる。そうすれば一括交付金で温泉

を掘るのは１億円もかからないんですね、3,000万円ぐ

らいでできると思うんですよ。改めて、町長以外でも

いいですが、答弁お願いします。 

○議長 玉城 勇君 総務部長。 

○総務部長 宮平 暢君 先ほど町長からも答弁があ

りましたとおり、やはり夢のある事業については、我々

も常に心に秘めて、そういった発想は必要だと考えて

刺激を受けました。しかしながら、現状としては町長

からもありましたように喫緊の課題がありますので、

１億円の裏負担は2,000万円ということで、やはり必要

な事業からやっていきたいということを考えておりま

す。ただ、我々も勇太議員の夢のある発想は、我々も

忘れることなく、常に最先端を目指して業務に取り組
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んでいきたいと、業務に取り組む姿勢を見習っていき

たいと考えております。以上です。 

○議長 玉城 勇君 ６番 大城勇太議員。 

○６番 大城勇太君 夢は起きたら覚めそうなので、

できれば心に留めておいて、是非そういった観光施設

にもなるような場所が南風原町にも必要だと思います

ので、今後、また自分が議員である限り、またこの質

問をしますので、いい報告を待っています。 

 それでは大きい３番に移ります。本町の新型コロナ

ウイルス感染症対策について。（１）町内でも本格的に

リモート授業が始まりました。リモート授業が始まり、

改善する点はないか。（２）本町も８月からワクチン接

種人数を増やした。経緯を伺います。（３）3,000円の

はえるん商品券の配布状況を伺います。（４）新たな地

方創生臨時交付金について、今後の検討は始まってい

るか。（５）一括交付金の組み換えは検討しているか。

よろしくお願いします。 

○議長 玉城 勇君 教育長。 

○教育長 新垣吉紀君 質問事項３点目の本町の新型

コロナウイルス感染症対策の（１）についてお答えい

たします。これまで実施したオンラインを使った学習

等では、各家庭の通信環境に左右されること、それか

らオンラインでの対面授業の研究がまだ十分ではない

などの課題がございます。 

○議長 玉城 勇君 副町長。 

○副町長 国吉真章君 質問事項３点目の本町の新型

コロナウイルス感染症対策についての、（２）以降につ

いてお答えいたします。まず（２）についてでありま

す。沖縄県の新型コロナウイルスワクチン接種基本方

針の決定を受け、集団接種１回当たり接種人数増の見

直しを行いました。 

 （３）についてお答えします。はえるん商品券の引

換え状況は、９月24日現在で発行冊数４万417冊に対し、

３万4,130冊が引換えされており、引換え率は84.4％と

なっています。 

 （４）についてお答えします。８月に国から示され

ました新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交

付金については、緊急事態宣言やまん延防止等重点措

置により、影響を受けている事業者への支援を目的に

追加交付されることになっています。本町においても

緊急事態宣言の影響を受けている事業者を支援するた

め、町内事業者に対する支援事業を今議会に追加議案

で提案いたしますので、その際はご審議のほどをよろ

しくお願いいたします。 

 （５）についてお答えします。本町が把握している

情報では、沖縄振興特別推進交付金の交付要件（沖縄

の特殊性に基因する事業、事業実施により沖縄振興に

資する事業）に該当する場合において、新型コロナウ

イルス感染症対策の事業を実施できると聞いておりま

す。現段階で議員提供の情報についての通知等はあり

ませんが、情報があり次第、事業について検討し財源

を有効活用していきたいと考えております。以上です。 

○議長 玉城 勇君 ６番 大城勇太議員。 

○６番 大城勇太君 （１）から再質問させていただ

きます。今回、リモート授業が始まったといっても、

まだ小学生においては朝のホームルームの点呼とか、

健康確認程度かなというふうに思っています。委員会

でも質問しましたが、ホームルームのみなのは何か理

由がありますでしょうか。 

○議長 玉城 勇君 学校教育課長。 

○学校教育課長 宮良泰子さん お答えいたします。

低学年の子たちがホームルームが多いというのは、ま

ず今回は持ち帰りで通信環境の確認ということがござ

いましたので、子供たちが簡単にできるものというこ

とでホームルームから対応しています。ただ、全ての

低学年がホームルームだけということではなくて、学

校によってはできることからいろいろ取り組んでくだ

さいというふうに私たちは今、声掛けしていますので、

課題の配布とかそういうのもやっていた学校もござい

ます。以上です。 

○議長 玉城 勇君 ６番 大城勇太議員。 

○６番 大城勇太君 答弁ではオンラインの対面授業

の研究がまだ十分ではないという課題がありますとあ

りました。やはり質問でもありましたけれども、ＩＣ

Ｔ支援員や情報推進員がもっと必要ではないかなとい

うふうに思います。やはりできていない学校があるの

であれば、そこに重点的に人員配置をしたり、第６波

が来るという想定もして、それだけではなくて他市町

村でも家族が何らかの理由でワクチンが打てなくて、

子供を学校に行かせることができないというふうな、

学校に行って感染して自宅に持ってきて、自分がワク

チンを打てないので、そういった子供を学校に行かせ

ることができない。そして何らかの理由で登校ができ

ない生徒のためにもリモート授業を早めにやる必要が

あると思いますが、改めていかがでしょうか。 

○議長 玉城 勇君 学校教育課長。 

○学校教育課長 宮良泰子さん お答えいたします。

まず今回は学校に来られない子供たちの、ご質問では

リモート授業、オンラインの授業という形だと思うん

ですが、そこについては学校に来られない子供たちの

対応というのは、授業というのはやはり対面式で、子

供たちの学びの確認ですね、そういうのをやりながら
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というのがあるので調査研究が必要ですというふうに

申し上げております。またオンラインで授業したもの

に関しましては、授業時数としてカウントができない

ですので、その辺もまだ、文科省のほうからも積極的

に活用するようにとありますが、授業を時数としての

カウントということはまだ、文科省からもやってくだ

さいというのは来ていません。ただ、おっしゃってい

るように不安で登校ができない子供たちというのは積

極的に活用して、学びを、学んだということに対応し

てくださいというふうに文科省も言っていますので、

そこは私たち、子供たちがオンラインで授業をして、

どう学んでいったかということを、どう見取っていく

かというところを調査研究して今後対応していきたい

と考えています。引き続きこれにつきましては、今で

きていないということではなくて、現場を見に行きま

したけれども、先生方によっては積極的に使われてい

ますので、今後支援員の配置は、私たち今の体制でい

くというふうに考えていますが、先生方同士の授業研

究ですね、そこも推進しながらよりよい授業づくりに

努めてまいりたいというふうに考えております。 

○議長 玉城 勇君 ６番 大城勇太議員。 

○６番 大城勇太君 ありがとうございます。またあ

とＷｉ－Ｆｉルーターの件なんですけれども、兄弟が

４名いたら、環境が整っていても動かないと。兄弟４

名だけじゃなくて、お父さん、お母さんが使ったら全

く動かないと。そういったところにも公平に調査して、

ネットができるような形。文部科学省が非課税世帯の

ところには無料で配布するという話もありましたので、

そういった面も活用しながら、是非ルーターのほうも

活用していただけたらというふうに思います。またあ

と一点ですね、これも以前にやったんですけれども、

今回タブレットを持ち帰って、低学年が鞄が非常に重

たいという話がありました。是非ですね、教育長、置

き勉、再度検討していただけたらと思いますが、この

タブレットを持ってかえるときにも子供たちが重たい。

そのときはタブレットを、家でやるわけですから、教

科書は学校に置いて、少しでも負担軽減につながるよ

うにしていただけたらと思いますが、ご答弁お願いし

ます。 

○議長 玉城 勇君 教育部長。 

○教育部長 金城郡浩君 前回、質問があったときに

回答はしていると思いますけれども、一応その辺につ

いては認めています。授業に関係のない部分、学校の

ほうで置いていいもの等々については、特に重たいも

のについては置いていいというふうなことで学校のほ

うもやっています。ホンジツといいますか、家に持ち

帰って勉強しないといけないようなものについては持

ち帰り等々があると思うんですけれども、基本的に始

業式であるとか終業式のような大量に持ち運ぶという

ことは、特にさせないような工夫は学校のほうもして

いるということでしたので、その辺は大丈夫かと思い

ます。 

○議長 玉城 勇君 ６番 大城勇太議員。 

○６番 大城勇太君 ありがとうございました。そう

いったお話もありましたので、また改めて校長会など

で、重たいときには是非置き勉のほうを進めるという

話をしていただけたらと思っております。 

 （２）本町も８月からワクチン接種の人数を増やし

ておりますが、今回那覇でも接種会場の空き状況が見

られて縮小している場所もあります。町内の接種対象

人数は何人でしょうか。 

○議長 玉城 勇君 国保年金課長。 

○国保年金課長 髙良星一郎君 大城勇太議員のご質

問にお答えします。町内の接種対象者は12歳以上の年

齢人口が約３万3,000人あります。以上です。 

○議長 玉城 勇君 ６番 大城勇太議員。 

○６番 大城勇太君 ３万3,000人のうち、約70％ぐ

らいは終わっていると。改めて質問しますが、本町で

も空きの状況が現在ありますか。 

○議長 玉城 勇君 国保年金課長。 

○国保年金課長 髙良星一郎君 枠を空けますと、ど

んどん予約が入っていく状況にあります。 

○議長 玉城 勇君 ６番 大城勇太議員。 

○６番 大城勇太君 すみません、今57％で、目標が

70％ですね。またこの、今から若者の接種が始まって

きて、自分の周りも結構若者は、まだ分からないから

打ちたくない。５人に１人ぐらいしか打っていないん

ですね。そういった状況をどういったふうに考えてい

るか答弁お願いします。 

○議長 玉城 勇君 国保年金課長。 

○国保年金課長 髙良星一郎君 お答えします。ワク

チン接種に対する不安につきましては、ワクチン接種

をする効果と、また副反応等の不安等も含めた情報提

供を広く努めていきたいと考えています。 

○議長 玉城 勇君 ６番 大城勇太議員。 

○６番 大城勇太君 またこれは改めて４番で質問し

ます。 

 （３）3,000円のはえるん商品券ですが、第１弾、第

２弾と、今回第３弾目になりますが、使用状況の内訳

をお願いします。 

○議長 玉城 勇君 産業振興課長。 

○産業振興課長 松本仁志君 それでは第３弾の商品
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券の９月15日までの換金分についてお答えいたします。

換金された額が6,488万3,000円、業種別の構成比でい

いますと、飲食業が2.04％、小売業が97.76％、サービ

ス業が0.2％、旅行運送業が０％となっております。ま

た商品券の発行冊数に対する、今言った額の換金率で

すね、こちらのほうは53.51％となっております。 

○議長 玉城 勇君 ６番 大城勇太議員。 

○６番 大城勇太君 すみません、第１弾から始まっ

たはえるん商品券なんですけれども、その目的をお願

いします。 

○議長 玉城 勇君 産業振興課長。 

○産業振興課長 松本仁志君 商品券の目的としまし

ては、コロナウイルス感染症による営業時間の短縮や

休業等を余儀なくされ、経営に大きな影響を受けた町

内中小規模事業者へ支援を行うとともに、南風原町民

の福祉の向上を図ることを目的として、商品券事業を

実施して、町内の地域経済の早期復興を図るというよ

うな目的となっております。 

○議長 玉城 勇君 ６番 大城勇太議員。 

○６番 大城勇太君 ありがとうございます。５月か

ら始まった緊急事態宣言で、第３弾のはえるん商品券

は自粛による長期休業や減収を余儀なくされた事業者

への支援をやるという感じで書かれていました。今聞

くと、飲食店２％、飲食店のほうが相当な減収だと思

うんですね。町内における小売業は前年度費に比べた

ら130％から140％で上がっていると。そういったとこ

ろに使われたら、結局これは何のためにやったかとい

うふうに思いますが、どういうふうなお考えでしょう

か。お願いします。 

○議長 玉城 勇君 産業振興課長。 

○産業振興課長 松本仁志君 先ほどの９月15日時点

の利用状況ですね、今回の商品券の利用が７月19日か

ら開始されておりまして、開始当初から緊急事態宣言

中となっており、特に飲食業で使われていない要因と

しては、同居家族以外との会食を控えることや、時間

の短縮要請、あるいは休業要請等によってそういった

飲食業の店舗が開けていない状況、利用を自粛してい

る状況がかなり影響していると考えています。 

○議長 玉城 勇君 ６番 大城勇太議員。 

○６番 大城勇太君 やっぱり飲食店だったり、飲食

業だったりというのは、全く支援されていないという

ふうにも捉えていいのかなと思います。2.04％ですか

ら、支援をするにもですね、今回はもう配布している

わけなので、ここで（４）に行きますが、先ほどの若

者接種のために各市町村では車や旅行券、外国では賞

金１億円が当たる特典というのがありました。若者の

接種促進のために、今度の地方創生臨時交付金で何ら

かの特典、１億円とは言いません。100万円でも、全然

若者は打ってくるんじゃないかな。１週間に１人100

万当たりますよと。そういうふうなものもできないで

しょうか。 

○議長 玉城 勇君 国保年金課長。 

○国保年金課長 髙良星一郎君 今、議員がおっしゃ

るような特典は検討しておりません。 

 先ほどの（２）のほうで答弁いたしました点を少し

補足いたします。予約状況につきましては、最近では

全部埋まらないという日も中にはございます。以上で

す。 

○議長 玉城 勇君 ６番 大城勇太議員。 

○６番 大城勇太君 やはり若者世代になってくると、

打たなくても大丈夫、打ったほうが危ないんじゃない

かという話も多々聞こえますので、こういった中でも

今後この臨時交付金を使って、先ほども（３）で話し

た3,000円の商品券なんですけれども、今回、本町も緩

和地域の検証というふうに新聞に載っていたわけです

から、ワクチン２回の接種の証明、そしてＰＣＲ検査

の陰性を証明するアプリなどを導入して、飲食店にで

も特典が得られる仕組みづくりをつくってほしいんで

すね。そういった面でこのアプリの導入、検討はいか

がでしょうか。 

○議長 玉城 勇君 国保年金課長。 

○国保年金課長 髙良星一郎君 議員ご提案の接種証

明書等のアプリであったり、証明書等は今後国からま

た来ますので、そのように対応してまいります。 

○議長 玉城 勇君 ６番 大城勇太議員。 

○６番 大城勇太君 若者にどうか打たせるように、

自分も接種はしていますので、これからの課題になっ

てくるのかなというふうに思いますので、明日から緊

急事態宣言が解除されて、沖縄独自の時短要請も始ま

りますので、まだまだ飲食店も厳しい状況があります

ので、是非早急に検討していただけたらと思います。 

 （５）の一括交付金の組替えは検討しているかです

が、今回、県と国のほうに使っていない一括交付金を、

コロナ事業に組替えできないかという要請をしてまい

りました。現在、県議会のほうでも議論がされている

ところです。組替えをしても次年度もこの一括交付金

が同じように使えるように、可能だということの返答

もいただきました。まだ国からの話は来ていないかと

は思いますが、今後、一括交付金を使った事業、例え

ば青少年国際交流事業だと、ハワイとかに行くのに今

回は使っていないよ。南風原町の大会、派遣費、県外

になかなか行けなかったので、こういうものも含めて
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島々ガイドも今回はやっていないよとか、陸軍壕後悔

活用事業とか、子供の平和学習事業、そういったもの

もなかなか使えていない部分はあると思うんです。そ

ういったものも含めて、今度コロナの事業に回せるよ

うに検討していく議論も必要かなと思っていますが、

この話が来れば、今、未執行されていないものも含め

て検討するというふうにお考えのほうはありませんで

しょうか。 

○議長 玉城 勇君 企画財政課長。 

○企画財政課長 与那嶺秀勝君 お答えします。議員

提案のとおり、こういった交付金関係、配分がある中

で有効活用していきたいと思いますので、こういった

執行残等があれば、また事業提案等検討していきたい

と考えています。以上です。 

○議長 玉城 勇君 ６番 大城勇太議員。 

○６番 大城勇太君 ありがとうございます。来年度

も一括交付金はありますので、そういった面で次年度

優先順位で、コロナ対策が必要なのか、何が必要なの

かという優先順位を決めて、これからのコロナ対策で

組替えなども検討していただけたらというふうに思い

ます。 

 それでは大きい４番に行きます。琉球絣・南風原花

織について。（１）町内大手スーパーにも陳列できるよ

う、誰でも手軽に購入できるように検討できないか。

お願いします。 

○議長 玉城 勇君 副町長。 

○副町長 国吉真章君 では、質問事項４点目の琉球

絣・南風原花織についての（１）についてお答えしま

す。琉球絣事業協同組合の意向も踏まえながら、提案

をしてまいります。以上です。 

○議長 玉城 勇君 ６番 大城勇太議員。 

○６番 大城勇太君 ありがとうございます。今日、

来ている絣は、実はこれ学生がつくった絣なんですね。

島ぞうり絣、なかなか着けていたら目立ちますね、こ

れ。こういったものも――かりゆしですね、すみませ

ん。第１回学生かりゆしデザインコンテストで選ばれ

た島ぞうりかりゆしだそうです。すみません、今、絣っ

て言ってしまって、ちょっと部長が目を見開いたので、

自分もちょっと間違えたなと思いましたが、今回、地

元産品の要請が町と議会にあったわけですから、本町

の町内スーパーなどに以前も陳列していたというふう

にお話を聞きました。町内だけではなくて、県民にも

親しみあるような、しかも手軽に誰でも購入できる伝

統工芸の発展や継承にもつなげると思います。もちろ

ん、昔ながらの伝統も残しつつ、継続していくために

はたくさんの人に南風原花織の魅力やすばらしさを

知っていただきたい。後継者育成事業、内閣府の沖縄

型産業中核人材育成事業というふうなものも取り組ん

でいるわけですから、もっと作り手が自ら発信を持て

るような仕組みづくりをどうにか構築できないでしょ

うか。 

○議長 玉城 勇君 産業振興課長。 

○産業振興課長 松本仁志君 そうですね、絣の販売

の向上に関しては、絣の振興等にもつながり、非常に

重要だと考えています。ただ、絣組合におきましては、

これまでの販売方法、あるいはそういったものを守り

ながら販路の拡大やそういったものにつなげてきたも

のもあると聞いております。そういった部分も含めま

して、組合の意向も確認しながらこちらのほうも提案

してまいりたいと考えております。 

○議長 玉城 勇君 ６番 大城勇太議員。 

○６番 大城勇太君 先ほども言ったように、やはり

昔ながらの伝統も残しつつ、もっと気軽に着けられる

ように、かりゆしも含めた花織、絣をやってほしいと

思います。いろいろな市町村でもやっておりますけれ

ども、南風原町花織、絣ではえるんかりゆしを作って

みてはどうかと思いますが、いかがですか。 

○議長 玉城 勇君 産業振興課長。 

○産業振興課長 松本仁志君 そうですね、ただいま

のご提案といいますか、そういったものも含めて組合

のほうに提案してまいりたいと考えております。 

○議長 玉城 勇君 ６番 大城勇太議員。 

○６番 大城勇太君 やはり要請が来ているわけです

から、組合組合と言わずに、南風原町もどういった方

向で今後は進めるのかということも提案しながらやっ

ていかないと、なかなか販路だけではなくて、もっと

もっと、作っていく、伝統継承をするからには販売も

しなくちゃいけない。そういった中でどんどんこの南

風原の絣も県内だけじゃなくて、県外にも、そして国

外にも発信できるようにやっていけたらと思いますの

で、緊急事態宣言も明けて、これから様々な事業、イ

ベント等もありますので、是非こういった中でも着け

られるような、絣も含めてやっていけたらというふう

に思っていますので、共に議会も含めて頑張っていき

たいと思いますのでよろしくお願いします。これで一

般質問を終わります。 

○議長 玉城 勇君 お疲れさまです。休憩します。

午後１時から再開したいと思います。 

休憩（午前11時48分） 

再開（午後０時56分） 

○議長 玉城 勇君 再開します。 

 通告書のとおり順次発言を許します。４番 石垣大
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志議員。 

 

〔石垣大志議員 登壇〕 

 

○４番 石垣大志君 皆さんお疲れさまでございます。

一般質問、早速ではありますけれども進めさせていた

だきます。 

 大問１、水害対策について問う。（１）６月17日の豪

雨により宮平川の内水及び外水氾濫が発生し、車の水

没や、浸水被害等、町民生活に多大な被害をもたらし

た。今後同様の被害がいつ起きてもおかしくないと考

えますが、今後の対策についての見解を伺います。（２）

河川維持管理計画などのマニュアルはあるのか伺いま

す。（３）被害が出ているが、浚渫等ができていない箇

所がある。対応してほしいがどうか。（４）線状降水帯

による土砂災害への対策が必要と考えるが、北丘ハイ

ツ集会所周辺の斜面はひび割れや側溝の浮き上がり等

が発生し、６月下旬の豪雨においても土砂災害の前兆

現象が見受けられた。地すべり対策工事の予定はある

か。 

 大きい２番、宮平交差点右折帯設置の進捗状況は。

（１）過去に質問しているが、現状は、（２）南部国道

事務所、県警に要請はしたか。（３）当間原バス停へバ

スベイ設置を。 

 大きい３番、交通安全対策について。（１）はなぞの

保育園から大名交差点までの歩道は幅も狭く、ガード

レールもない。非常に危険である。対応できないか。

（２）宮平、旧明光義塾前の交差点の安全対策の要望

がある。ハンプ等の減速対策ができないか。 

 大きい４番、医療的ケア児の支援について。（１）医

療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律が

施行される。本町においてはどのようなことを今後取

り組むか見解を伺います。以上、よろしくお願いしま

す。 

○議長 玉城 勇君 副町長。 

○副町長 国吉真章君 質問事項１点目の水害対策に

ついて問う。まず（１）と（３）については関連いた

しますので一括してお答えします。令和３年度は、氾

濫、浸水域の範囲で草木処理、堆積土砂の除去を実施

しております。令和４年度は緊急浚渫推進事業により

起点から終点までの浚渫を実施予定であります。さら

に、令和３年度の委託業務で宮平川、手登根川の流域

の浸水被害や降雨記録、土地利用状況等を基に総合的

に分析、解析し、浸水被害の軽減に向けた対策の検討

を予定しております。 

 （２）についてお答えします。マニュアルはありま

せんが、国の示す河川砂防技術基準の維持管理編を参

考に河川の維持管理を行っております。維持管理につ

いては、優先順位を決め計画的に河川の除草及びしゅ

んせつを行っております。 

 （４）についてお答えします。北丘ハイツ集会場周

辺については、側溝の浮き、間知ブロックの亀裂等、

現場の状況は認識しており、平成31年３月に地滑り等

防止法に基づく地滑り防止区域に指定されております。

その後、南部土木事務所が主体となり調査、観測を継

続しており、今年度はボーリング等の地質調査、設計

業務を実施し、早ければ令和４年度から工事着手を予

定していると伺っております。また、観測結果につい

ては定期的に関係する北丘ハイツ自治会長、新川自治

会長、町、南部土木事務所で情報共有を図っておりま

す。 

 質問事項２点目の宮平交差点右折帯設置の進捗状況

について。（１）、（２）、（３）については関連しますの

で一括してお答えします。ご質問の右折帯は、那覇側

から宮平集落内への右折帯と与那原方面から那覇向け

の当間原バス停の箇所ですが、右折帯幅員の用地買収、

及びバス停設置の用地買収の困難により現状は設置で

きていない状況であります。南部国道事務所の意見と

しては、地権者の同意が得られなければ事業化するの

は難しいとのことであります。 

 質問事項３点目の交通安全対策について。（１）につ

いてお答えします。今年度は横断防止柵の整備を予定

しております。 

 （２）についてお答えします。路面標示や電柱幕等

のドライバーに対する注意喚起の対策を検討してまい

ります。 

 質問事項４点目、医療的ケア児の支援について。（１）

についてお答えします。本町では、令和元年度に医療

的ケア児支援検討会を設置し、医療的ケア児に関わる

支援者と意見交換し、課題整理等に取り組んでおりま

す。引き続き、保健、医療、障がい福祉、保育、教育

等関係機関の支援体制の充実に向けて取り組んでまい

ります。以上であります。 

○議長 玉城 勇君 ４番 石垣大志議員。 

○４番 石垣大志君 ありがとうございます。それで

は順次再質問をさせていただきますが、１点目の６月

17日の豪雨の被害状況についてお伺いできればと思い

ます。 

○議長 玉城 勇君 総務課長。 

○総務課長 新垣圭一君 お答えいたします。被害状

況としましては、床上浸水が２件、車両２台の水没が

報告確認されております。以上です。 
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○議長 玉城 勇君 ４番 石垣大志議員。 

○４番 石垣大志君 それでは、今回の被害に関して

内水氾濫なのか外水氾濫なのか、それとも両方なのか

お伺いできたらと思います。 

○議長 玉城 勇君 まちづくり振興課長。 

○まちづくり振興課長 仲里 明君 お答えいたしま

す。一応、今回の６月豪雨ですね、17日の豪雨につい

ては河川の氾濫及び内水もあったというふうに受け止

めております。 

○議長 玉城 勇君 ４番 石垣大志議員。 

○４番 石垣大志君 ありがとうございます。それで

は宮平川について聞いていきますけれども、この宮平

川の箇所に、逆流の防止の扉といいますか、蓋といい

ますか、弁といいますか、それが何か所かあると思い

ますけれども、これの機能について教えていただけた

らと思います。 

○議長 玉城 勇君 まちづくり振興課長。 

○まちづくり振興課長 仲里 明君 お答えいたしま

す。まず図面等がないので詳しく説明できるか分かり

ませんが、河川のためる容量は、何と言ったらよろし

いでしょうかね。河川のですね、ためる容量の、ハイ

ウォーターというんですけれども、ためる容量よりは

今言った内水に関しては道路が低いと、道路の排水が

低いために河川が満水状態になったときに河川のほう

に放流ができないというのがあって、それを防ぐため

に、今逆止弁と言いましたけれども、フラップゲート

という表現になるかと思いますが、そういった対策を

講じることによって逆流を防ぐ効果がある。ただし、

これは流入のできる範囲でしたら効果があるんですけ

れども、河川の断面を越してしまうとですね、流量が。

機能を果たせなくなるということがあって、内水が起

こるというふうな理解でよろしいかと思います。 

○議長 玉城 勇君 ４番 石垣大志議員。 

○４番 石垣大志君 ありがとうございます。理解い

たしました。この防止弁、フラップゲートですか。フ

ラップゲートの水位の上昇が見られたときに閉まると

いうことでいいんですか。上昇があったらこのフラッ

プゲートが閉まって逆流を防ぐという理解ですか。こ

の閉まったときに雨水の逃げ場がなくなってしまうと

思うんですね。それで排水の処理機能が停止してしまっ

て、内水氾濫が起きてしまったと先ほどおっしゃって

おりましたけれども、この排水処理に関しても課題が

残っているのか、この辺の排水処理に関してもお伺い

できたらと思います。 

○議長 玉城 勇君 まちづくり振興課長。 

○まちづくり振興課長 仲里 明君 お答えいたしま

す。一応、詳細な調査をしたわけではありませんので、

それも要因かなというふうに判断しますが、これから

行われる調査結果を踏まえて、はっきりした原因が準

備できるのかなと思っております。 

○議長 玉城 勇君 ４番 石垣大志議員。 

○４番 石垣大志君 ありがとうございます。この調

査に関しては、令和３年度の委託業務の中に排水に関

する調査も入っているという理解でいいですか。 

○議長 玉城 勇君 まちづくり振興課長。 

○まちづくり振興課長 仲里 明君 議員おっしゃる

とおりでございます。 

○議長 玉城 勇君 ４番 石垣大志議員。 

○４番 石垣大志君 ありがとうございます。 

 それでは続いて（２）のマニュアル、河川維持管理

計画の部分でございますけれども、本町にはこの河川

維持管理計画というものはないということでいいんで

すか。 

○議長 玉城 勇君 まちづくり振興課長。 

○まちづくり振興課長 仲里 明君 お答えいたしま

す。本町においては、こういった国の示す河川砂防技

術基準維持管理編ということがありますけれども、こ

れは大きな河川ですね、国が管理する１級河川等が、

そういった対策をちゃんとした河川の維持管理計画を

立てながらやるということが示されているんですけれ

ども、中小河川、特に本町においては小河川の分類に

入るのかなと思っておりますけれども、答弁の内容に

もありますけれども、この維持管理編に沿って、参考

にしながらできるものについてはそういった計画で進

めていますよということになります。 

○議長 玉城 勇君 ４番 石垣大志議員。 

○４番 石垣大志君 ありがとうございます。結論か

ら申し上げますと、私は今回の被害に関して、どうす

ればまた同じことが起きないようになるのかというこ

とをずっと考えておりまして、やはりこの維持管理計

画というものをしっかり持って、今後、また同様な被

害が起きないように取り組むべきじゃないかというふ

うに考えております。この河川砂防技術基準ですか。

この中にも、維持管理計画をつくることが望ましいと

いう記述もありますけれども、それも踏まえて再度つ

くるべきではないかと思いますけれども、答弁いただ

けたらと思います。 

○議長 玉城 勇君 まちづくり振興課長。 

○まちづくり振興課長 仲里 明君 先ほどの答弁の

繰り返しになるかと思いますけれども、このマニュア

ルを参考にしてですね、取り入れられるところについ

てはそれを基準に準じた形で、簡易的ではございます
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けれども、管理計画まで言えるか分かりませんが、そ

れに沿った形で計画を立てながら管理を進めておりま

す。 

○議長 玉城 勇君 ４番 石垣大志議員。 

○４番 石垣大志君 この河川管理に関してですけれ

ども、宮平川の河川道路というんですかね、側道があ

りますけれども、あそこに親水広場みたいな、川の表

面に下りられる階段があって、そこで親水広場と言う

んですかね、ちょっと分からないですけれども、そこ

が２か所、南風原中学校の裏面のところと、あとドリー

ムコートのところにあると思うんですけれども、そこ

に関しても、ちょっと管理が不十分なんじゃないかと

いうような印象を持っております。このドリームコー

ト側の部分に関しては、草もとっても繁茂して、土砂

が堆積して、その土砂の上に草が生えて、このレンガ

といいますか、地面の部分も完全に剝がれてですね。

中学生が登校するんですけれども、そこもぬめりとい

いますか、自転車で通ってもこけてしまうような状況

になっています。やはりこういった部分を考えると、

しっかりとした河川管理をしていかないと、この逆流

防止弁も閉まってしまうし、内水氾濫も起きてしまう。

浚渫もできていなければ、外水氾濫にもなってしまう

というような条件になると思いますので、やはり河川

維持管理計画のようなものをつくって、10年先、20年

先もしっかり管理していくというような考えはないか、

再度答弁いただけたらと思います。 

○議長 玉城 勇君 経済建設部長。 

○経済建設部長 金城克彦君 お答えいたします。道

路にもあるんですけれども、道路も管理マニュアルと

かをつくっていません。要は道路の場合は道路法があ

りまして、上位法がありますから。今回は河川の話で、

今回はマニュアルはありませんかということで河川砂

防法の話をしたんですけれども、上位法で河川法とあ

ります。その中で管理のやり方とかありますので、やっ

ぱり町独自でマニュアルをつくるよりは、上位法にあ

ります、また法律であります河川法の中の管理のやり

方を準用していきたいと思っています。そして親水性

護岸の件ですけれども、そこにはこれから適切に管理

していきます。 

○議長 玉城 勇君 ４番 石垣大志議員。 

○４番 石垣大志君 この親水広場というんですか、

モニュメントとかもなくなったりしていますので、こ

の辺は対応をお願いしたいと思います。ちょっと続け

てお伺いしたいんですけれども、この河川の管理に関

していろいろ調べていくと、河川カルテというのが出

てきます、頻繁にですね。この河川カルテというのが

本町にあるのかお伺いできたらと思います。 

○議長 玉城 勇君 まちづくり振興課長。 

○まちづくり振興課長 仲里 明君 本町においては

ございません。 

○議長 玉城 勇君 ４番 石垣大志議員。 

○４番 石垣大志君 ありがとうございます。今回の、

特に車の水没に関してでございますけれども、改めて

情報の重要性が問われたのかなというふうにも考えて

おります。今回の要因として、予想以上の水位の上昇

の速さ、夜間であったこと、情報の把握に遅れが生じ

移動等ができず水没してしまったと。情報の把握と発

信、この共有で防げたことではないかなと思っており

ます。少し提案をさせていただきますと、こういった

部分は総務課になると思いますけれども、監視カメラ

の設置等、河川の監視カメラの設置、そこで雨量の測

定や河川の水位予測、危険水位に達した際のアラーム

等の河川情報システムの導入等も併せて考えていくべ

きだと思いますけれども、その辺をお伺いできたらと

思います。 

○議長 玉城 勇君 総務課長。 

○総務課長 新垣圭一君 お答えいたします。今、業

者のほうに設置する際に、どれぐらいの経費がかかる

かということで今調査をしているところでございます。 

○議長 玉城 勇君 ４番 石垣大志議員。 

○４番 石垣大志君 よろしくお願いします。映像が

あれば、いろいろ情報発信の中でもこの映像のリンク

先を貼って、住民の方々が見て、車の移動ができたり、

そういった被害の軽減につながると思いますので、是

非ともこの辺は取り組んでいただいて、導入できたら

いいなというふうに思っております。 

 次、（４）に行きたいと思います。北丘ハイツ集会所

周辺の側溝の浮き上がり等でございますけれども、今

年度はボーリング等の地質調査、設計業務を実施し、

早ければ令和４年から工事着手を予定していると。こ

のボーリング等の地質調査、設計業務は終わっている

のか。いつなのかお伺いできたらと思います。 

○議長 玉城 勇君 まちづくり振興課長。 

○まちづくり振興課長 仲里 明君 お答えいたしま

す。こちらは今年度実施ということになっております

ので、期限に終わっているのかどうかまでは今のとこ

ろ確認しておりませんが、３月までの期間があります

ので、恐らく今、実施中というふうに判断をしており

ます。 

○議長 玉城 勇君 ４番 石垣大志議員。 

○４番 石垣大志君 ありがとうございます。何が言

いたいかといいますと、今現在、何といいましょうか、
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何もされていないわけでありまして、住民の方からす

ると雨が降るたびに心配になるわけであります。です

ので、この辺は大型土のうとか、自分もまだ勉強不足

で分かりませんけれども、養生だったりとかそういっ

た検討はあるのか。これは南部土木の関係なのかとい

う話なのか、ちょっと答弁いただけたらと思います。 

○議長 玉城 勇君 まちづくり振興課長。 

○まちづくり振興課長 仲里 明君 お答えいたしま

す。県のほうから先ほどの内容で答弁もありましたけ

れども、自治会等とも観測結果に関しても情報を共有

しております。その中でも基準値に至らないという判

断で、すぐ崩壊に至るようなものは見られないという

状況でして、ただし、早急な対策は必要だろうという

ことで令和４年度から対策を講じていくというふうに

聞いております。 

○議長 玉城 勇君 ４番 石垣大志議員。 

○４番 石垣大志君 ありがとうございます。やはり

この線状降水帯ですか、昨今本当に世界中で洪水被害

が起きているわけでありまして、住民の方々も身近な

部分で土砂災害だったり洪水被害だったり、日々心配

されているわけであります。私のほうにも不安の声が

頻繁に寄せられるわけでありまして、北丘小学校の周

辺の方から、６月下旬の大雨であったり、線状降水帯

の発生のときとか、不安の声が来るわけであります。

土砂災害、これは地滑り危険箇所には入っているんで

すよね、多分。入っているんだけれども、何も対策を

講じられていないような印象を受けるわけであります。

養生だったり、コンクリ舗装だったり、そういった軽

減対策ができないか答弁いただけたらと思います。 

○議長 玉城 勇君 まちづくり振興課長。 

○まちづくり振興課長 仲里 明君 お答えいたしま

す。一応、議員がおっしゃるとおり、周辺の住民から

見ると、ちょっと不安でたまらないというようなこと

がありましたら、県のほうとそういった情報を共有し

ながら協議してまいりたいと思っております。 

○議長 玉城 勇君 ４番 石垣大志議員。 

○４番 石垣大志君 これは養生だったりとかコンク

リ舗装だったりとかができるのか、お願いします。 

○議長 玉城 勇君 まちづくり振興課長。 

○まちづくり振興課長 仲里 明君 お答えいたしま

す。その件も含めて協議できたらなと思っております。 

○議長 玉城 勇君 ４番 石垣大志議員。 

○４番 石垣大志君 是非よろしくお願いします。要

請していただいて、やはり住民の方々の不安を少しで

も軽減させていただけたらと思います。 

 次、大きい２番ですね、宮平交差点の右折帯のお話

でございますけれども、これは質問の趣旨といたしま

しては、以前も一般質問で取り上げさせていただきま

したけれども、宮平交差点の右折信号ですね、329号側

の右折信号がない状況が今も続いているわけでありま

す。皆さんも通られているとは思うんですけれども、

曲がれなくて、本当に誰が見ても危険な状況であると

いうふうに思っております。私のほうにも何でつかな

いのかというようなお叱りの電話だったりも来るわけ

でありまして、この辺ですね、是非与那原署のほうに、

これはまた総務になるのか分かりませんけれども、要

請を是非していただきたいと思うんですけれども、329

号側ですね、宮平交差点の。この辺ちょっと協議とい

いますか、要請といいますか、お願いできませんか。

よろしくお願いします。 

○議長 玉城 勇君 総務課長。 

○総務課長 新垣圭一君 お答えいたします。右折の

信号の要請に関しては、以前要請して、引き続き要請

は行っている状況であります。ただ、こちらの回答に

もあるとおり、右折帯が必須だと、こちらが整備され

ないと信号も設置できないということで伺っておりま

す。 

○議長 玉城 勇君 ４番 石垣大志議員。 

○４番 石垣大志君 ありがとうございます。私もこ

の交差点の信号に関して、南部国道事務所の所長と交

通安全課長に相談に伺いました。そうしたら警察の管

轄ではあるけれども、できないようなことではないん

じゃないかというようなお話も伺いました。是非です

ね、与那原署なのか公安なのか、南部国道事務所も踏

まえて協議をしていただきたいと思うんですけれども、

この辺をお伺いできたらと思います。 

○議長 玉城 勇君 総務課長。 

○総務課長 新垣圭一君 今、情報提供があって初め

て理解させていただいたので、少しでももし可能性が

あるということであれば、私たちのほうもしっかり対

応していきたいと考えております。 

○議長 玉城 勇君 ４番 石垣大志議員。 

○４番 石垣大志君 お願いします。本当に信号機が

つけば、解決なんじゃないかと私は思っていまして、

是非ですね、この辺、右に曲がれれば住民の方々も少

しは納得できるんじゃないのかと思いますので、是非

とも要請のほうをお願いしたいと思います。 

 次、３点目の交通安全対策でございますけれども、

はなぞの保育園の部分は横断防護柵の整備を予定して

いるということでございます。この辺はありがとうご

ざいます。要望に応えていただきまして感謝申し上げ

ます。 
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 次、（２）の減速対策については、路面標示や電柱幕

等のドライバーに対する注意喚起の対策を検討してま

いります。これは決定ではないということですか、検

討していくということなのか、お伺いできたらと思い

ます。 

○議長 玉城 勇君 まちづくり振興課長。 

○まちづくり振興課長 仲里 明君 お答えいたしま

す。これからまた具体的に調査しまして、それから検

討するということになります。 

○議長 玉城 勇君 ４番 石垣大志議員。 

○４番 石垣大志君 よろしくお願いいたします。 

 続いて４点目の医療的ケア児の支援についてでござ

いますけれども、ちょっと確認をさせていただきたい

と思います。本町では、令和元年に医療的ケア児の支

援検討会を設置し、医療的ケア児に関わる支援者と意

見交換をし、課題整理等に取り組んでいくということ

でございます。この医療的ケア児支援検討会、委員の

構成といいますか、委員会の内容をお伺いできたらと

思います。 

○議長 玉城 勇君 保健福祉課長。 

○保健福祉課長 大城あゆみさん お答えします。医

療的ケア児支援検討会の内容ですけれども、令和元年

度に２回実施しておりまして、医療的ケア児の定義や

医療的ケアが必要な児童数と把握方法、この医療的ケ

ア児のライフステージにおける支援の内容、あと事例

の共有を通して他機関、他機種連携について協議等、

話合い等を行いました。検討会の人数は18名で、外部

組織からの参加者はそのうち10名となっています。そ

れぞれの所属機関は町内の医療機関、訪問看護事業所、

計画相談支援事業所、障がい児通所事業所、委託相談

事業所、保健所です。本町の行政のほうからは８名参

加しておりまして、教育、保健、保育、障がい福祉の

各担当の職員が参加しております。以上です。 

○議長 玉城 勇君 ４番 石垣大志議員。 

○４番 石垣大志君 ありがとうございます。すみま

せん、確認させていただきます。本町に現在、医療的

ケア児は何名いるかお伺いできたらと思います。 

○議長 玉城 勇君 保健福祉課長。 

○保健福祉課長 大城あゆみさん 現在、医療的ケア

児は12名となっております。以上です。 

○議長 玉城 勇君 ４番 石垣大志議員。 

○４番 石垣大志君 ごめんなさい、年齢等も把握し

ているか。あと疾病疾患の内容も把握しているか、お

伺いできたらと思います。 

○議長 玉城 勇君 保健福祉課長。 

○保健福祉課長 大城あゆみさん 担当のほうでちゃ

んと年齢と対象児童、疾病等も把握はしております。

以上です。 

［石垣大志議員より「休憩願います」の声あり］ 

○議長 玉城 勇君 休憩します。 

休憩（午後１時27分） 

再開（午後１時27分） 

○議長 玉城 勇君 再開します。４番 石垣大志議

員。 

○４番 石垣大志君 ごめんなさい、人数も。内訳で

すね、12名中何名の年齢とか分かりますか。分からな

ければ大丈夫です。 

○議長 玉城 勇君 保健福祉課長。 

○保健福祉課長 大城あゆみさん お答えします。個

別で把握はしていますけれども、今現在、その数値等

は持ち合わせておりません。以上です。 

○議長 玉城 勇君 ４番 石垣大志議員。 

○４番 石垣大志君 ありがとうございます。分かり

ました。この医療的ケア児の受入れ可能な児童デイサー

ビスだったり、あと支援事業所、本町にあるのかお伺

いできたらと思います。 

○議長 玉城 勇君 保健福祉課長。 

○保健福祉課長 大城あゆみさん お答えします。本

町には２か所ございます。以上です。 

○議長 玉城 勇君 ４番 石垣大志議員。 

○４番 石垣大志君 この２か所の事業所は、動ける

医療的ケア児も受入れ可能ですか。ちょっと確認でき

たらと思います。 

○議長 玉城 勇君 休憩します。 

休憩（午後１時29分） 

再開（午後１時32分） 

○議長 玉城 勇君 再開します。保健福祉課長。 

○保健福祉課長 大城あゆみさん 失礼しました。受

入れ可能な２か所なんですけれども、その２か所は重

度の障がいを持ったお子さんが対象となってはいるん

ですけれども、その２か所のうちの１か所について、

症状に応じて受け入れてもらった事例はあるというこ

とです。以上です。 

○議長 玉城 勇君 ４番 石垣大志議員。 

○４番 石垣大志君 ありがとうございます。じゃあ、

２か所で受け入れていて、12名の医療的ケア児がいる

と。お伺いしたいのは、本町にも２か所あるというこ

とでございますけれども、重度、軽度問わず、医療的

ケア児を受け入れる施設、事業所、発達支援事業所を

増やす検討はあるかお伺いできたらと思います。 

○議長 玉城 勇君 民生部長。 

○民生部長 知念 功君 お答えします。今、２か所
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というふうにお答えしましたが、以前は３か所ありま

した。１か所は残念ながら、そこの運営者の事情でそ

の分撤退している状況がございますが、そういった事

業所がまたいろいろ相談等があって、町内でやるとい

うことであれば、是非ということで応援もしますし、

今後この法律も施行されたことから、やはりそういっ

た部分でのニーズは出てくると思いますので、我々も

また情報を収集して、そういった医療的ケア児のいろ

いろなニーズに応えられる支援につなげていけるよう

な形で整えていけたらと考えます。 

○議長 玉城 勇君 ４番 石垣大志議員。 

○４番 石垣大志君 ありがとうございます。ほかに

お伺いしたいことがありまして、この法律の施行によっ

て、保育園、学童、学校等、それぞれ確認したいと思

いますけれども、保育園は今通える状況なのかお伺い

できたらと思います。 

○議長 玉城 勇君 こども課長。 

○こども課長 儀間博嗣君 お答えいたします。まず、

今現在、医療的ケア児のほうの受入れというものは、

以前より受け入れるという体制は――体制ではなく、

受け入れないというような状況にはないということで

すね。今回の法律の改正を受けて、新しい補助という

ことで、体制整備の補助事業が強化されていますので、

そういったことで看護師の配置とか、環境整備という

ものは今現在、補助事業が準備されております。 

○議長 玉城 勇君 ４番 石垣大志議員。 

○４番 石垣大志君 この補助事業ができたことに

よって受け入れやすくなったといいますか、この事業

所さんだったり、保育園だったりが、看護師の配置は

しやすくなったという理解でいいんですか。確認でき

たらと思います。 

○議長 玉城 勇君 こども課長。 

○こども課長 儀間博嗣君 お答えいたします。医療

的ケア児の受入れに当たっては、その医療的な行為を

行う看護師とか、あるいは保育補助の配置がどうして

も必須になってきて、現場のほうでもそれを求めてく

るということですので、そういった部分について補助

事業ができているということは、町のほうとしても、

後方支援に強化できるということですので、今後そう

いった事例が出てきた場合はこの補助事業を活用して、

受入れのほうを整えていくという内容でございます。 

○議長 玉城 勇君 ４番 石垣大志議員。 

○４番 石垣大志君 ありがとうございます。学校の

ほうはどういう状況なのかお伺いできたらと思います。 

○議長 玉城 勇君 学校教育課長。 

○学校教育課長 宮良泰子さん お答えいたします。

現在、学校のほうでは医療的ケア児のほうを１名、小

学校のほうで受入れを行っております。今、学校のほ

うでは受け入れる前に関係者のお医者様だったりとか

保護者の方、臨床心理士とか教育的観点が入ってきま

すので、様々な観点からどういうふうに受け入れるか

という話合いをして、現在、受入れ体制を整えて受け

入れている状態になります。ただ、今回、法律が施行

されたことによって看護師等の支援というのも必要に

なってきますので、そこはまた話し合いながらこちら

のほうでも検討してまいりたいと考えております。 

○議長 玉城 勇君 ４番 石垣大志議員。 

○４番 石垣大志君 ありがとうございます。保護者

の方々からすると、選択肢としては学校に通えること

もあるし、特別支援にも通えることもできるという、

この二択という理解でいいんですか。確認したいと思

います。 

○議長 玉城 勇君 学校教育課長。 

○学校教育課長 宮良泰子さん 医療的ケア児に関し

まして、大きくは公立の市町村にある小中学校、また

特別支援学校というのが大きな選択肢の中にあります。

公立の学校の中にはさらに支援学級という学級がまた

別にございますので、そこもまた保護者の方と有識者

の方とみんなで話し合いながら、また決定していくと

いうような形になっております。 

○議長 玉城 勇君 ４番 石垣大志議員。 

○４番 石垣大志君 ありがとうございます。先ほど

から児童デイサービスだったり、発達支援事業所だっ

たり、保育所だったりいろいろ確認させていただきま

したけれども、やはりこれまでは選択肢がちょっと少

ない状況にあった医療的ケア児の方々の離職防止だっ

たりが今回の法律の多分目的だろうというふうに認識

しておりますけれども、是非ですね、事例として、私

もちょっとお話を伺っていますと、児童デイサービス

と保育園の行き来だったり、こういった連携が多分こ

れからどんどん出てくるような印象を持っております

けれども、学校だったり保育所、児童発達支援事業所、

児童デイサービス、保健所だったりいろんなところと

の情報共有が必要になってくるというふうにも思って

おります。それともう一つ聞きたいのは、レスパイト

ケアがありますよね。それに関して本町の取組はない

かお願いします。 

○議長 玉城 勇君 保健福祉課長。 

○保健福祉課長 大城あゆみさん お答えします。本

町のほうでは、日常的に障がい児を介護している家族

の一時的なレスパイトを図るための日中一時支援事業

のほうを実施しております。以上です。 
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○議長 玉城 勇君 ４番 石垣大志議員。 

○４番 石垣大志君 ありがとうございます。いろん

な取組が確認できたのでよかったと思っております。

是非今後、医療的ケア児の保護者の方々の、本当に一

日中子供の介護といいますか、面倒を見ないといけな

いような状況でありますので、是非この支援体制の整

備に関して関係各機関と連携して、これから取り組ん

でいただきたいというふうに思います。 

 最後、要望なんですけれども、お医者さんの意見書

とか様々な申請だったりとかで、この意見書の取得だっ

たり時間を要したというような話も伺っております。

こういった部分もデジタル化といいますか、わざわざ

役所に行かなくても申請書の取得だったり、申請が可

能になるように是非進めていただきたいというふうに

思っております。この申請書の公開だったり、この意

見書の様式の公開だったりとか、そういった部分は沖

縄県の管轄とかいろいろあるとは思うんですけれども、

できる状況にあるのか、この辺ちょっと最後確認した

いと思います。 

○議長 玉城 勇君 保健福祉課長。 

○保健福祉課長 大城あゆみさん お答えします。で

きる部分から確認しながら、ほかの市町村の状況も確

認しながら、調査研究しながら、できるところから進

めていきたいと考えております。以上です。 

○議長 玉城 勇君 ４番 石垣大志議員。 

○４番 石垣大志君 是非ですね、こういった医療的

ケア児を抱える方々、様々な申請が多いわけでありま

すので、是非こういったところもデジタル化を進めて

いって、これからは保育所だったり、学校だったりい

ろんなところが連携していきますので、全体的にデジ

タル化に取り組んでいただけたらというふうにお願い

を申し上げまして一般質問とさせていただきます。あ

りがとうございました。 

○議長 玉城 勇君 お疲れさまです。ちょっと待っ

てくださいね、大志議員。総務課のほうに確認ですけ

れども、先ほど大志議員の１番目の質問で、６月17日

の宮平川の氾濫によって車が水没した、それから住宅

への浸水等があったという様子ですので、これを次回、

近いうちに、近い時期に報告をお願いしたいと思いま

すけれども、確認をして議会のほうに報告をお願いし

たいと思います。以上です。大志議員、よろしいです

ね。 

［石垣大志議員より「はい」の声あり］ 

○議長 玉城 勇君 それでは消毒がありますので、

休憩を10分ほど取ります。 

休憩（午後１時43分） 

再開（午後１時54分） 

○議長 玉城 勇君 再開します。 

 通告書のとおり順次発言を許します。５番 金城憲

治議員。 

 

〔金城憲治議員 登壇〕 

 

○５番 金城憲治君 改めましてこんにちは。一般質

問、初めて最後になるんですけれども、すごく何と言

うんですかね、一般質問、聞きたいことを最初の方が

聞いてしまうというようなこともありますので、ちょっ

と質問がかぶったりとかそういったものもあるかと思

いますけれども、是非丁寧にお願いしたいなと思いま

す。また、こういったコロナ禍の中で、すごく職員の

皆様にはワクチンの接種であったりとか、あとは企業

や個人の方々に対しての、本町の支援策、そして事業、

そういったものの取組、そういったものにすごく負担

もかかっているんじゃないかなというふうに察します

けれども、そういったことに対して改めて感謝を申し

上げたいなと思っています。本当にありがとうござい

ます。それでは一般質問を始めていきたいと思います。 

 大問１、本町のコロナ禍における健康二次被害につ

いて。（１）本町のコロナ禍による健康二次被害状況を

伺います。（２）本町の健康二次被害予防対策を伺いま

す。（３）本町も健康二次被害防止コンソーシアムへの

加入を検討できないか伺います。（４）本町職員のスト

レスチェック状況を伺います。（５）ストレスチェック

制度が義務化されてからどのような支援を行ってきた

か伺います。 

 大問２、本町の災害避難誘導看板について。（１）現

在、災害避難誘導看板が設置されている箇所はどれく

らいか伺います。（２）災害避難誘導看板を、各自治会

に設置されている町の掲示板に表示できないか伺いま

す。以上、よろしくお願いします。 

○議長 玉城 勇君 副町長。 

○副町長 国吉真章君 質問事項１点目の本町のコロ

ナ禍における健康二次被害についての（１）について

お答えします。町の地域包括支援センターの高齢者見

守り等で、地域での交流の機会がなくつらいとか、外

出機会が減り足腰が弱った感じがする等の声がありま

す。 

 （２）についてお答えします。関係機関が連携し、

情報共有する中、それぞれの担当部署で対応をしてま

いります。 

 （３）についてお答えします。調査研究し検討して

まいります。 
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 （４）についてお答えします。令和２年度の状況と

しましては、職員・会計年度任用職員合計362名に対し、

ストレスチェック受検者は333名で、受検率が約92％と

なっています。 

 （５）についてお答えします。毎年ストレスチェッ

クを行い、高ストレス者には、産業医との面談勧奨を

行っております。希望者は産業医との面談を行い、助

言を頂き、業務改善につなげております。 

 質問事項２点目の本町の災害避難誘導看板について。 

 （１）についてお答えします。現在、本町では50か

所に設置しております。 

 （２）についてお答えします。各自治会と調整を行

い、表示に向けて検討してまいります。以上でありま

す。 

○議長 玉城 勇君 ５番 金城憲治議員。 

○５番 金城憲治君 答弁ありがとうございました。

（１）の本町のコロナ禍における健康二次被害の状況

を伺いますということなんですけれども、僕は意地悪

な人ではないんですけれども、ちょっと質問が意地悪

だったかなという感じがします。なかなか把握しづら

い状況ではないかなというふうに思います。最近、よ

くこういったコロナ禍の中で、コロナフレイルという

言葉をよく耳にします。もしよろしければ、ご説明で

きるようであればお願いしたいなと思いますが、いか

がでしょうか。 

○議長 玉城 勇君 民生部長。 

○民生部長 知念 功君 フレイルということで、虚

弱というふうなことで、おおよそ高齢者の方々のフレ

イル予防というふうにして事業もやっているところで

すが、コロナフレイルということであれば、コロナの

感染症によって自粛を余儀なくされ、自宅に閉じこも

ることが多くなった結果、いわゆるフレイルというふ

うな形につながっていくというふうなものであると理

解します。 

○議長 玉城 勇君 ５番 金城憲治議員。 

○５番 金城憲治君 ありがとうございます。部長が

おっしゃるとおり、高齢者の方については自粛に伴っ

て、足腰が弱まったり、筋肉の低下、そういったこと

が原因で歩けなくなったりとか、そういったのが出て

くるのではないか。こういったものがいわゆる健康二

次被害というふうに言われています。健康二次被害と

は、コロナ感染症が社会に及ぼした影響としては経済

的なものが目立ちますけれども、それ以外にも行動の

自粛を求められたり、外出を控えた結果、運動不足や

そのストレスから身体的、または精神的に何らかの影

響がある健康被害と言われています。例えば免疫力の

低下や肥満、生活習慣病の悪化、またストレスによる

心の病など、病気の重症化や鬱の発症などがあると言

われています。また高齢者においては筋力の低下によ

る転倒、ひどい場合には骨折など、そして認知機能の

低下なども挙げられると言われています。そしてまた、

子供の健康二次被害として、本来、子供の大事な成長

期に運動やスポーツ、体を動かすことをしない、いろ

いろな刺激がないと心身の発育、発達に悪影響を及ぼ

すことが懸念されています。やっぱり外で走ったり、

ボールを投げたり、運動によるちょっとしたけがも子

供にとっては実は大事な経験なんですよというふうに

言われています。こういったものが健康二次被害、確

かに一般的には高齢者のほうが健康二次被害が多いと

いうふうに思われがちですけれども、実は幅が広くて、

子供から高齢者の方まで全員が健康二次被害を受ける

可能性があるよというふうに言えるのではないかと考

えています。この健康二次被害の（２）ですけれども、

予防策といたしまして、各関係機関が連携して情報を

共有するとか、それぞれの部署、担当に応じてまいり

たいという回答になっていますけれども、本町におい

ても既に何点かは予防策を講じているというふうに私

は思っています。その一つとしては、本町の、９月３

日に記述されていましたスマートミル弁当の案内があ

りました。これも実は健康二次被害を予防するための

一つだと言えます。というのは、健康二次被害を予防

するためには、もちろん筋トレというのと、あと筋肉

を減らさない食事、つまり適切な食事ですね、栄養分

のある食事も大事ですよと。家族や友人と、お互いを

支え合う会話、そういったことも健康二次被害を予防

するためにはすごく重要なことですよというふうに言

われています。もう一つは本町のホームページのほう

で、長寿高齢者医療の部分だったかな、その辺、その

サイトに新型コロナウイルス感染対策介護予防につい

て知ることができますというようなリンクがありまし

た。これは総務省のリンクにつながるんですけれども、

そこには二次予防というようなものが記載されていま

す。そういったものを本町としても取組はしているん

ですけれども、やっぱり何と言うんですか、まだまだ

健康二次被害についての周知とか予防策の提案、そう

いったものがまだまだ不足しているのではないかなと

私個人的には思っています。この自粛された時期に年

寄り、子供たちもすごくストレスも溜まりますし、運

動もしない。そういった中で心身もすごく疲れてくる。

そういった状況があるのではないかというふうに思っ

ております。ちょっとお聞きしたいんですけれども、

スポーツ庁のホームページにウィズコロナ時代に運動
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不足による健康二次被害を予防するためのサイトとい

うのがありますが、ご覧になったことがありますでしょ

うか。 

○議長 玉城 勇君 民生部長。 

○民生部長 知念 功君 そのサイトは、私のほうで

はサイトを見たことがございません。 

○議長 玉城 勇君 ５番 金城憲治議員。 

○５番 金城憲治君 そういったものを確認していく

と、小さいお子さんから高齢者の方までに合った適度

な運動の仕方とかそういったものが記載されたりとか、

あと動画が添付されています。そういったものが本町

としてもホームページとかそういったふうに何かしら

案内はできないかなというふうに思います。やっぱり

自粛、外には出ないでくださいとか、そういったこと

を求めたり、または公共施設、どうしても緊急事態の

中使用できない、そういった状況を町民の方に強いて

いる以上、健康二次被害を予防するための対策として、

本町が情報提供をする。そういったことも必要ではな

いかなというふうに考えています。ある自治体によっ

てはそういった情報、健康二次被害についてというよ

うな項目をちゃんとホームページにつくって案内され

ていたりとか、そういったこともありますので、是非

そういったことも検討していただきたいなというふう

に思いますけれども、いかがでしょうか。 

○議長 玉城 勇君 民生部長。 

○民生部長 知念 功君 議員おっしゃいますように、

他の自治体等ではっきりと健康二次被害というふうな

形で訴えて、町民の方、市民の方等にそういうふうに

ならないようにいろいろな形で対策、運動等をやりま

しょうというふうなものもございます。ただ本町もホー

ムページのほうではコロナ禍の自粛の中では免疫力を

高めていきましょうと、そういった形で家メシでの免

疫力アップとか、そういうのをホームページにアップ

したり、幾つかのそういうものはこれまでもやってき

ております。さらに高齢者の方々に関しては、包括支

援センターのスタッフの皆さんが400件以上も訪問して、

コロナ禍の中においても訪問して見守り活動をしなが

ら、いろんな声を聞きながら、それで最初の答弁にあ

りました交流の機会がなくてつらいとかという声もあっ

たということではありますが、そういった声が20件程

度だったと。逆にほとんどの方が、ほとんどの高齢者

が元気に過ごしていましたということで、そこはそこ

で安心につながりましたが、どういったことかと言い

ますと、畑仕事とか家の周囲をウオーキングしたりと

か、今までと変わらない生活習慣を送れていたという

ふうな声が聞こえていて、身体的な衰えはないという

返答が多かったということは包括支援センターのほう

からの見守りの中では出ています。ただ、わずかでは

ありますが、やはりそういう声もあるという部分で、

そういった部分ではまた介護予防事業のほうでは、昨

日も答弁でできる事業は、できるだけ続けているとい

うことで、水中運動とかそういった部分は続けていま

す。それからコロナ禍においても乳幼児健診とかはで

きる限り遅れを取らないような形で続けていますので、

そこはまたしっかり子育て中の保護者やその乳幼児に

直接保健師とか看護師とか、小児科の先生等、健診し

ながらいろいろなアドバイスとかをやって続けており

ます。そういった中で、やはり議員おっしゃいますよ

うに、閉じこもってフレイルになるとか、あるいは若

い人たちもいろんなことを悩んで、心のほうの悩みも

多くなるとか、そういうことも出てきますが、そういっ

た部分も含めていろいろな部署が連携して、それぞれ

しっかり相談体制も整えて、できるところからまた事

業も進めていきますので、引き続き、明日からさらに

事業は始めていける部分はどんどん始めていきますし、

施設のほうも開放できる部分はその範囲内で開放もし

ていきますので、しっかりこの健康二次被害が進まな

いように、回復していけるように取組をしていきたい

と思います。 

○議長 玉城 勇君 ５番 金城憲治議員。 

○５番 金城憲治君 ありがとうございます。すごく

心強い答弁をいただけたかなというふうに感じていま

す。私、ちょっと申し忘れましたけれども、本町の二

次被害の予防策として、ちゃーがんじゅう元気プロジェ

クト、これもその一つに該当すると思われます。すご

くこれもいい取組だというふうに思っています。もう

ちょっともっと早めにやっていただけたらなという感

はあるんですけれども、でもやっぱりやらないよりは

やったほうがいい。そういったことで考えると、すご

くいい取組だと評価したいなというふうに思っていま

す。また、職員の皆さんが発案して、そういったこと

をやったという過程も、何かすごく素晴らしいなとい

うふうに感じています。やっぱり職員の皆さんのほう

がいろんなことに精通していて、いろんな意見といろ

んなアイデア、そういったものがはるかに私たちより

は多分持っているのではないかなと感じていますので、

もうそういったいい意見とか、そういったものはどん

どん形にして取り組んでいただけたらなと思っていま

す。どうしても二次被害という部分については、お年

寄りに限らず、子供たち、私たち中年であったりとか、

そういった方たちも何かしら影響してくるというふう

にいわれています。本当に子供たちにも適度な運動と
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か二次被害を、そういったものができる取組を今後も

希望したいなというふうに思っています。 

 （３）です。本町の健康二次被害防止コンソーシア

ムへの加入を検討できないかというところですけれど

も、そちらのホームページはご覧になったことはあり

ますでしょうか。 

○議長 玉城 勇君 民生部長。 

○民生部長 知念 功君 ホームページのほうは確認

しました。 

○議長 玉城 勇君 ５番 金城憲治議員。 

○５番 金城憲治君 ありがとうございます。このコ

ンソーシアムも、どういう組織かというと、健康二次

被害防止コンソーシアムは医師、学者などの有識者、

市町村、民間企業の有志による組織ですよと。国民が

適切な感染症対策とともに、健康にも目を向けてこの

先の未来においても幸せな日常生活、外出、旅行、健

康活動、消費、人とのつながりなどを楽しんでほしい

というのがこの組織の概要というんですか、そういっ

たふうになっています。そういうところにいろんなリー

スが、すごくいろんなリーフがあるんですね。そういっ

たお年寄りに向けたとか、あるいは子供に向けている

とか、そういった健康二次被害を予防するためのリー

フというのがすごくたくさん入っています。そういっ

たものを例えばワクチンの接種会場で配布するとか、

そういったことによって町民の皆様に少しでも二次被

害を抑えていただく、予防をしていただく、そういっ

た努力というんですかね、そういったことができたり

もするんじゃないかというふうに考えています。だか

らどうしても二次被害を予防することは結果的に医療

費が抑えられるよとか、そういった効果もあるのでは

ないか、そういうふうに私としては考えています。会

員になっている自治体も49自治体、会員ではないけれ

ども啓発に協力しますよという自治体、それも53自治

体入っています。是非本町もそういったところに加入

して、リーフ、そういったものも活用しながら町民の

皆様に健康二次被害、そういった予防をしていただき

たいと思っていますが、いかがでしょうか。 

○議長 玉城 勇君 民生部長。 

○民生部長 知念 功君 ご提案ありがとうございま

す。町としても先ほど申し上げましたように、各部署

がいろいろ取り組んではおります。これまでもコロナ

禍以前から、例えば介護予防においては介護予防に向

けた体、健康づくり等についてはいろんなパンフがあ

ります。自宅でできる運動とかそういったものもござ

います。そういったものを活用しながら、それぞれの

部署でしっかり取り組んでいるところでございます。

議員ご提案のコンソーシアムへの加入と、今現在は、

県内では那覇市だけが加入している状況です。状況等

も見ながら、今後、我々それぞれの部署がいろいろ健

康二次被害にならないような取組はやっておりますの

で、さらにこのコンソーシアムに加入することによっ

てどうなのかというのはいろいろ調査しながら、検討

してまいります。 

○議長 玉城 勇君 ５番 金城憲治議員。 

○５番 金城憲治君 ありがとうございます。前向き

な回答をいただけたかなと私自身は感じております。

是非、町民の皆様に何とか予防していただけるような

取組を今後もお願いしたいなというふうに思っており

ます。 

 それでは（４）です。本町ストレスチェックの状況

を伺いますというところです。このストレスチェック

の目的というんですか、どういうものを目的にしてい

るのか、もしよろしければ教えていただけますでしょ

うか。 

○議長 玉城 勇君 総務課長。 

○総務課長 新垣圭一君 お答えいたします。このス

トレスチェックの目的としましては、このチェックを

するところで高ストレス者の方が出てまいります。そ

ういった方を早めにケアするということで、町としま

しては産業医のほうと相談をするというふうな、そう

いうことでの取組となっております。 

○議長 玉城 勇君 ５番 金城憲治議員。 

○５番 金城憲治君 じゃあ、この高ストレスという

ところですけれども、令和２年度において、高ストレ

スに該当された方は何％だったんでしょうか。 

○議長 玉城 勇君 総務課長。 

○総務課長 新垣圭一君 お答えいたします。7.8％

でございます。 

○議長 玉城 勇君 ５番 金城憲治議員。 

○５番 金城憲治君 ありがとうございます。では、

このストレスチェックなんですけれども、本町におい

てはいつ頃から始められているんでしょうか。 

○議長 玉城 勇君 総務課長。 

○総務課長 新垣圭一君 お答えいたします。平成28

年度から開始しております。 

○議長 玉城 勇君 ５番 金城憲治議員。 

○５番 金城憲治君 もし差し支えないようであれば、

平成28年度のストレスチェックの受検率と、あと高ス

トレスのパーセントがもしお分かりでしたら教えてい

ただきたいのですが。 

○議長 玉城 勇君 総務課長。 

○総務課長 新垣圭一君 受検率のほうが86％、高ス
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トレスの割合が6.7％となっております。以上です。 

○議長 玉城 勇君 ５番 金城憲治議員。 

○５番 金城憲治君 今、平成28年度ですかね。もし

よろしければ平成29、30、令和元年も教えていただけ

れば助かります。 

○議長 玉城 勇君 総務課長。 

○総務課長 新垣圭一君 お答えいたします。平成29

年度の受検率が81％、高ストレスの方の割合が6.4％で

す。続きまして平成30年の受検率が72％、高ストレス

の方が13％。令和元年度、受検率76％で高ストレスの

方が9.63％となっております。 

○議長 玉城 勇君 ５番 金城憲治議員。 

○５番 金城憲治君 ありがとうございます。ストレ

スチェックというところを質問したんですけれども、

その意図というところは、こういったコロナの環境で

職員、すごく負担が多くなっているんじゃないかなと

いう気がします。ワクチン予防接種であったりとか、

通常の業務に加えていろんなコロナに関連する業務が

増えて、本来やるべき業務が、残業ぎみになったりと

かすごく負担が増えていて、職員自体がすごくストレ

スを感じているんじゃないかなというふうに感じてい

ます。実はですね、皆さんは僕のことをどう見るか分

かりませんけれども、一応僕もストレスをあんまり感

じないほうと思ってはいるんですよ。今日、総務省の

ホームページで心のチェックというものを、５分です

ぐできるのでやってきました。そうしたらやっぱりレ

ベル１でゼロ％ということで該当ないんですよね。だ

から意外と、自分的にはいろいろムヌカンゲーもした

りしてストレス感じるのかなと思ったけど、やってみ

たら感じていないというような状況があってですね、

自分が痩せない理由はストレスから来る過食かなと

思っていたけど、そうではないなと。ただ、自分の意

志の弱さから来ている、ダイエットができない状況だっ

たのかなというふうに判断しました。何というんです

かね、今こういった状況で職員もどうしてもサービス

業なので、町民の方からいろんなことを言われたり、

僕なんか民間でも同じなんですけれども、やっぱり思っ

ていないことを言われたりすると、すごくストレスを

感じたり、そういったものがあると思うんですね。そ

ういったはけ口もなかなかできないような状況もある

と思うし、そういった環境の中で、職員を守るという

か、高ストレスにならないための施策なり努力、そう

いったことが必要なんじゃないかなと私個人は考えて

います。先ほど課長がおっしゃっていただいた目的と

いうところですけれども、実はストレスチェックの目

的って叩いている職員自身が、自分はストレスを抱え

ているかな、抱えていないかなと判断する一つの材料

でもあると思うんですよ。または職員のメンタル、不

調の未然防止ですよね、そういった部分に関していう

と。あとは職員自身が自分のストレスに気づく手段、

なかなか気づかないでどんどん進んでいくということ

もあるかなというふうに思います。そういった部分か

らこういうストレスチェックはすごく大事ではないか

なと考えています。このストレスチェックを過去５年

間行ってきているわけですけれども、データの集積と

か分析、そういったものはされていますでしょうか。 

○議長 玉城 勇君 総務課長。 

○総務課長 新垣圭一君 お答えします。データ分析

までは至っておりません。 

○議長 玉城 勇君 ５番 金城憲治議員。 

○５番 金城憲治君 是非今後は、そういったものを

分析しながら、職員はどういうところにストレスを感

じているのかなとか、研究というわけではないと思い

ますけれども、そういったことも把握することも重要

ではないかなと思います。 

 あと（５）の高ストレス者には産業医との面談の勧

奨を行っていますというところなんですけれども、例

えば高ストレス者に該当された方、全てが産業医との、

面談を受けられているのでしょうか。 

○議長 玉城 勇君 総務課長。 

○総務課長 新垣圭一君 お答えします。高ストレス

者の方に面談のほうを推奨するんですけれども、実際

受けた方は令和２年度が１名、その前も１名から２名、

ゼロの年もあるという状況でございます。 

○議長 玉城 勇君 ５番 金城憲治議員。 

○５番 金城憲治君 高ストレスに該当されたからと

いって、産業医の面談はなかなか受けられないという

状況があるのかなというふうに考えます。そういった

受けられないという状況というのはどのような課題が

あるのかなというふうに考えていますでしょうか。 

○議長 玉城 勇君 総務課長。 

○総務課長 新垣圭一君 お答えします。やはり総務

課としましては、産業医のほうの面談をカウンセリン

グ的な感じで、是非受けていただきたいと勧めている

ところでありますけれども、やはり産業医にかかると

か、診療、病院とか、そういったところにかかってし

まうというような、ああ、病院へ行ったんだとか、そ

ういったようなレッテルというんですかね、何という

んですかね、そこにかかってしまったというのがネッ

クになっているのかなというところは考えられます。 

○議長 玉城 勇君 ５番 金城憲治議員。 

○５番 金城憲治君 本当に課長がおっしゃっている
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ような状況があるのかもしれません。産業医に、行く

というだけで病気だよとか、何かしら周囲の目が気に

なる。そういったこともあるのではないかなと思って

います。やっぱりすごくデリケートな部分になってく

るので、配慮とか面談しやすい環境、そういったもの

が必要になってくるのではないかなと思います。ただ、

最近では産業医に代わる、新たな依頼先として外部委

託、そういったものが主流になりつつあるというふう

にも聞きました。実際、別の市町村においては外部委

託で産業医に代わるカウンセリング、ストレスがたまっ

ていて、周囲に知られないように民間の方がカウンセ

リングにいらっしゃるとか、そういった対応をしてい

るようなことも聞いたりしました。是非、どうしても

今のコロナ禍においてはすごく煩雑な仕事と、職員の

負担、そういったものを考えればストレスがないとい

うことは多分ないと思うんですよ。そういった部分で

どうしてもストレスチェックを生かして、何かしら働

きやすい環境、そういったことを知ることも重要では

ないかなと。やっぱり職員を守っていく、そういった

部分でもすごく重要ではないかなと思っていますので、

何かしら今後は、あらゆる方向を、可能性を探ってス

トレス、うつ病を発症しない、そういった未然防止の

努力をしていただきたいなと考えていますけれども、

いかがでしょうか。 

○議長 玉城 勇君 総務課長。 

○総務課長 新垣圭一君 お答えいたします。現在、

町のストレスチェックの後の対応ということで、産業

医のほうの面談もそうなんですけれども、それ以外で

も産業医の方との面談は必要に応じて対応している状

況でございます。議員おっしゃるストレスチェック以

外にも、メンタル不調者への対応、ケアということで、

本町といたしましては職員の保健師のほうがその役割

を担っているところではあるんですけれども、議員の

ほうから今ご提案のあった委託のほうの、事前にそう

いった情報がございましたので、委託を受けていると

ころの自治体のほうから情報を確認することができた

んですけれども、そちらのほうのメンタル不調者への、

委託で対応しているというところがございました。と

いうことで、本来でしたら体調不良になる前に職場の

環境で、同僚であったりとか先輩、管理者のほうと、

そういう中で相談していただければいいんですが、や

はりこの部分に関しては、やはりデリケートな部分で

相談しにくいというところがあって、外部の委託に変

えている相談所もあるということでありますので、外

部委託の部分で進めているところがあって、またそれ

に関心がある自治体も出てきているということがあり

ましたので、今後、これから、今実際進めている自治

体と契約している委託業者さんと、今、関心を持って

いる２の自治体があるんですけれども、そういう情報

がございましたので、是非私たち南風原町のほうも参

加させてくださいということでこちらのほうも進めさ

せていただいていますので、いろいろ情報を集めて、

議員ご提案の内容をいろいろ勉強させていただきたい

と思います。以上です。 

○議長 玉城 勇君 ５番 金城憲治議員。 

○５番 金城憲治君 課長からすごく前向きな回答を

いただいて、私としてはすごくうれしい限りでござい

ます。民間においても従業員のストレスというのはす

ごく大事なところなので、発症する前に何とか抑える。

抑えるというか、軽減するといいますか、何とかそう

ならないように努力をしていただけたらなというふう

に思います。そうすることによって職員の皆さんの生

産性というわけではないんですけれども、いろんな発

想、いいアイデア、そういったものが出てきて、すご

く町民にいいサービスが還元できるというメリットも

あるんじゃないかなと考えます。是非そうできるよう

に今後も取り組んでいただけたらなと思います。また、

僕も総務省のほうで心のチェックを５分ですぐやって

いますけれども、職員の皆様にも、是非興味があった

らやってみてください。自分はどれだけのストレスが

溜まっているのかというのが大体で分かります、簡易

ではありますけれども。すぐホームページから入って

５分かからないでできますので、是非試していただけ

たらなと思います。 

 それでは次の大問２の質問のほうに移りたいと思い

ます。（１）の看板が設置されている箇所が50か所とい

うふうになっていますけれども、この設置されている

場所はどのようなところに、どのような形で設置され

ているんでしょうか。 

○議長 玉城 勇君 総務課長。 

○総務課長 新垣圭一君 お答えいたします。50か所

のうちの40か所につきましては、一時避難所といわれ

ているところですね、そちらのほうと。看板のほうは

この間宇平橋のほうで海抜があって40メートル、避難

場所はどこですよという、この同じ形の看板となって

おります。そちらが50か所、設置場所については山川

のほうの河川沿いであったりとかですね、橋のほうに

設置しております。 

○議長 玉城 勇君 ５番 金城憲治議員。 

○５番 金城憲治君 ありがとうございます。じゃあ、

一時避難所には海抜何メートルと、一時避難所という

ような案内をされているという解釈でよろしいですか
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ね。こういったものがあると、私たち町民にとっては

万が一災害が起きたときにどこに避難したらいいのか

なとか、万が一災害が起きたときにこっちはどれぐら

いの海抜だったかなとか、そういったことも理解でき

るのではないかなと考えています。やっぱりどうして

も看板の設置というのは公助の部分になりますけれど

も、それが充実することによって自助と共助の力が増

大する。そういった取組がすごく７、２、１の比率が

変わってくるのではないかなと思います。 

 （２）の自治会に看板ができないかというところで

すけれども、実際、町が所有している自治会の掲示板

は何か所あるんでしょうか。 

○議長 玉城 勇君 総務課長。 

○総務課長 新垣圭一君 お答えします。町内160か

所に設置しております。 

○議長 玉城 勇君 ５番 金城憲治議員。 

○５番 金城憲治君 先ほど大体、公に一時避難所50

か所というふうにありますけれども、掲示板となると

160か所、やっぱり掲示板は町民の皆様がよく活用され

るところだと思います。その掲示板の下でも上でも見

やすいところに、この掲示板から近い収容避難場所は

どこどこですよ、こっちは海抜何メートルですよとか、

そういった防災に係る何かしらの案内板を設置すると、

地域に住んでいる住民はすごく行動が速くなるんじゃ

ないかというふうに考えていますけれども、いかがで

しょうか。 

○議長 玉城 勇君 総務課長。 

○総務課長 新垣圭一君 今回のご提案は、私たちも

気づかなかったことで、大変貴重なご提案をありがと

うございます。今160か所ある自治会の掲示板にという

ことですので、まずは日頃、町からもいろいろな掲示

物とかをお願いしておりますが、まず自治会長、区長

さん方に、掲示のスペースが限られているかと思いま

すので、まずはそういう趣旨を説明して、これが可能

であるのか、自治会の協力、確認も得ながら協議を進

めさせていただきたいと思います。 

○議長 玉城 勇君 ５番 金城憲治議員。 

○５番 金城憲治君 ありがとうございます。前向き

に回答していただきました。形は別にきれいなものじゃ

なくてもいいと思います。すぐできる、ラミネートを

張ってでも構わないと思っています。そういったこと

が、まずできることから一つずつやっていけばすごく

町民にも防災に対する意識とか、そういったものが徐々

に変わってくるのではないかというふうに考えていま

すので、是非何とか掲示できるように各自治会の区長

さんと協議していただけたらなというふうに思います。

これで以上です。終わります。 

○議長 玉城 勇君 お疲れさまでした。 

 以上で本日の日程は、全部終了しました。本日は、

これで散会します。お疲れさまでした。 

 

散会（午後２時36分） 
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